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 ○会議に付した事件 

    １．議  題 

     (1) 第１６号議案 令和４年度国立市一般会計予算案 

     (2) 第１７号議案 令和４年度国立市国民健康保険特別会計予算案 

     (3) 第１８号議案 令和４年度国立市介護保険特別会計予算案 

     (4) 第１９号議案 令和４年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案 

     (5) 第２０号議案 令和４年度国立市下水道事業会計予算案 

 

審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

第１６号議案 令和４年度国立市一般会計予算案 ０４．３．１０ 

原 案 可 決 

第１７号議案 令和４年度国立市国民健康保険特別会計予算案 ０４．３．１１ 

原 案 可 決 

第１８号議案 

 

令和４年度国立市介護保険特別会計予算案 ０４．３．１１ 

原 案 可 決 

第１９号議案 令和４年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案 ０４．３．１１ 

原 案 可 決 

第２０号議案 

 

令和４年度国立市下水道事業会計予算案 ０４．３．１１ 

原 案 可 決 
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令和４年３月８日（火）  場所 委員会室 

 ○出席委員 

    委員長       青木 淳子        委員        住友 珠美  

    副委員長      柏木 洋志         〃         小口 俊明  

    委員        重松 朋宏         〃         香西 貴弘  

     〃         関口  博         〃         藤江 竜三  

     〃         藤田 貴裕         〃         石井めぐみ  

     〃         古濱  薫         〃         稗田美菜子  

     〃         石井 伸之         〃         上村 和子  

     〃         髙柳貴美代         〃         望月 健一  

     〃         遠藤 直弘         〃         石塚 陽一  

     〃         高原 幸雄         〃         小川 宏美  

────────────────── ◇ ────────────────── 

 ○出席説明員 

    市長        永見 理夫        健康増進課長    吉田 公一 

    副市長       竹内 光博        （兼）新型コロナウイルス感染症       

    教育長       雨宮 和人        自宅療養支援室主幹       

                           健康づくり担当課長 橋本 和美 

    政策経営部長    宮崎 宏一        (兼 )新型コロナウイルス         

    秘書広報担当課長  加藤 志穂        ワクチン接種対策調整担当課長         

    政策経営課長    簑島 紀章                       

    行政改革担当課長  山本 俊彰        児童青少年課長   川島 慶之 

    (兼)行政管理部情報政策担当課長                      施策推進担当課長  清水  周 

    課税課長      波多野敏一        子育て支援課長   前田 佳美 

    収納課長      毛利 岳人        (兼)健康福祉部新型コロナウイルス         

                           感染症自宅療養支援室主幹 

    総務課長      津田 智宏                        

    職員課長      平  康浩        生活環境部長    黒澤 重德 

    防災安全課長    松平 忠彦        （兼）防災安全担当部長        

    市民課長      吉野 勝治        （兼）健康福祉部参事 

                           まちの振興課長   三澤 英和 

    地域包括ケア・健康づくり 葛原千恵子        （兼）都市整備部特命担当課長       

    推 進 担 当 部 長              環境政策課長    鈴木  孝 

    高齢者支援課長   馬塲 一嘉        ごみ減量課長    清水 紀明 

    地域包括ケア推進担当課長 加藤 尚子         

    （兼）新型コロナウイルス感染症              都市計画課長    町田 孝弘 

    自宅療養支援室主幹              道路交通課長    中島 広幸 
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国立駅周辺整備課長 関野 達也 教育指導支援課長 市川 晃司 

南部地域まちづくり課長 立川 浩平 生涯学習課長 井田 隆太 

教育施設担当課長 古川 拓朗 

（兼）政策経営部資産活用担当課長

（兼）新学校給食センター

開設準備室調整担当課長 

────────────────── ◇ ──────────────────

○議会事務局職員

議会事務局長 内藤 哲也

議会事務局次長 古沢 一憲

────────────────── ◇ ──────────────────
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午前１０時開議 

○【青木淳子委員長】 おはようございます。３月に入り、一中の寒桜がきれいに咲きました。三寒

四温の気候が続き、体調を崩しやすくなっておりますので、４日間体調に留意されて質疑を行ってい

ただきますよう、よろしくお願いを致します。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから予算特別委員会を開きます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【青木淳子委員長】 各会計予算案の審査日程について御説明いたします。 

 審査日程は、開催通知のとおり、本日８日火曜日、９日水曜日、10日木曜日、11日金曜日までの４

日間と致します。 

 なお、予算特別委員会の議事運営の方法等につきましては、去る２月18日に開催されました議会運

営委員会での協議の結果、既に各委員に配付しております予算特別委員会確認事項等のとおり確認さ

れておりますので、それに沿って議事を進めてまいります。御了承のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、議事の進め方について御説明いたします。本日は、既に資料として提出されております令和

４年度から令和７年度（2022年度から2025年度）までの実施計画について説明を求め、それに対する

質疑を承ります。各会派の持ち時間は、質疑と答弁を含めて、１人会派は５分、２人以上の会派は10

分と致します。 

 次に、第16号議案令和４年度国立市一般会計予算案に入り、当局から歳入全般の補足説明を求め、

本日は、去る２月24日の本会議において副市長が行った提案説明に対する総括質疑と、一般会計予算

案の歳入全般に対する質疑を承ります。 

 明９日は、一般会計予算案の歳出について一括して補足説明を求めた後、歳出の款１議会費から款

７商工費までを一括して質疑を承ります。 

 10日は、款８土木費から款13予備費までを一括して質疑を承ります。終了後、討論は省略し、直ち

に採決に入り、採決は挙手による採決と致します。 

 最終日の11日は、令和４年度各特別会計予算案及び下水道事業会計予算案に入り、各会計予算案の

歳入歳出を一括して補足説明を求めた後、一括して質疑を承ります。終了後、討論は省略し、直ちに

採決に入り、採決は挙手による別個採決と致します。 

 念のため申し上げます。質疑時間について調整される場合には、議事の進行上、事前に委員長まで

お申出いただきますようお願いいたします。 

 おおむね以上のとおり議事を進めたいと思いますので、委員各位には特段の御協力をお願いいたし

ます。 

 なお、補足説明、質疑等の持ち時間につきましては、十分御留意願いたいと存じます。 

 また、次の点についても御了承願います。 

 １点目は、机の配置と委員席でございます。議会運営委員会において確認をしていただいたとおり

ですので、御了承願います。 

 ２点目は、説明員が補足説明を行う際には、例年は発言台でお願いをしているところでございます

が、新型コロナウイルス感染症対策のため、自席にて着座のまま行っていただきたいと存じます。ま

た、補足説明以外の質疑応答におきましても、同様に着座のまま発言していただきますようお願いい

たします。 

 ３点目は、質疑及び答弁をされる際には、必ず挙手をしていただき、委員長が指名をしてから、マ
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イクを使用して発言されるよう特にお願いを致します。 

 ４点目は、質疑をされる際は予算書のページ数を、また資料については資料ナンバーとページ数を

発言していただきますようお願いいたします。 

 以上、御了承のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題に入ります。なお、質疑につきましては、議題の範囲内で御質疑されますよう御留

意願います。 

────────────────── ◇ ────────────────── 

○【青木淳子委員長】 それでは、令和４年度から令和７年度（2022年度から2025年度）までの実施

計画に入ります。実施計画について説明を求めます。政策経営部長。 

○【宮崎政策経営部長】 おはようございます。それでは、予算特別委員会資料№24に従いまして、

令和４年度～令和７年度（2022年度～2025年度）実施計画につきまして、御説明申し上げます。 

 お開きいただき、１ページを御覧ください。実施計画の策定に当たってでございます。 

 １、策定の目的については、記載のとおりでございます。 

 次に、２、実施計画の計画期間ですが、記載のとおり、令和４年度（2022年度）から４か年と致し

ました。 

 次に、３、実施計画策定に当たっての考え方ですが、策定に当たり、(1)から(6)まで６項目の考え

方に基づいて策定いたしましたので、その内容を記載しております。特に(2)につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響を勘案し、必要に応じて計画の見直しを行う旨記載しております。 

 次に、財政計画について説明させていただきます。３ページを御覧ください。 

 最初に、財政計画算定上の条件の主な特徴点について御説明いたします。 

 歳入でございますが、市税につきましては、現段階で明らかになっている税制改正を加味している

ほか、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復による市税収入の増を考慮して推計しております。 

 地方交付税につきましては、令和４（2022）年度以降も普通交付税の交付団体となることを見込ん

でおります。また、交付団体となることに伴う臨時財政対策債の借入れも見込んでおります。 

 続きまして、歳出でございます。４ページを御覧ください。人件費につきましては、定員管理計画

による職員数の減等を見込み、算定いたしました。 

 下水道債の償還が進むことにより下水道事業会計への負担金・補助金が減少し、都市計画税の過充

当額が大きくなることが想定されていることから、令和５（2023）年度以降は、都市計画事業基金へ

の積立金を計上しております。 

 その他でございますが、昨今の社会経済情勢を受け、今後の内容については不確定要素がある旨記

載しております。 

 次に、財源調整表について御説明いたします。５ページを御覧ください。以降、数字は100万円単

位となっております。 

 経常枠の欄につきましては、経常枠歳入（Ａ欄）と経常枠歳出（Ｂ欄）の差引額がＣ欄となります。 

 次に、特別会計の欄についてでございますが、特別会計繰出金等に必要な一般財源（Ｄ欄）と、Ｃ

欄の額からＤ欄の額を控除した計画事業に充当できる一般財源（Ｅ欄）を記載しております。 

 さらに、令和４（2022）年度から令和７（2025）年度の計画（政策）事業として採択した事業の事

業費合計である計画（政策）事業に必要な一般財源（Ｆ欄）を計画事業に充当できる一般財源（Ｅ

欄）から差し引いたものを、実施計画時差引財源不足額（Ｇ欄）として算定しております。 
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 この実施計画時差引財源不足額（Ｇ欄）に対する財源調整としては、欄外に記載したとおり、財政

調整基金等の取崩し及び健全化の取組により対応することとしております。 

 次に、年度別財政計画について御説明いたします。６ページを御覧ください。年度別財政計画の特

徴点について御説明いたします。 

 まず、各年度の予算規模につきましては、歳出の合計（Ｂ欄）のとおり推計いたしました。 

 次に、歳入の主な特徴点について御説明いたします。 

 市税につきましては、令和４（2022）年度当初予算案の数値を基に、税制改正や経済情勢の影響等

を見込んで計上してございます。地方交付税・譲与税等につきましては、令和４（2022）年度以降、

引き続き普通交付税の交付団体となることを見込んでおります。 

 国庫支出金及び都支出金につきましては、主に普通建設事業費及び扶助費に連動して推計しており

ます。 

 市債につきましては、普通交付税の交付団体となることを見込み、臨時財政対策債の借入れを計上

しております。 

 その他につきましては、基金繰入金を事業計画等の財源として必要額を計上しております。 

 続きまして、歳出の主な特徴点について御説明いたします。 

 人件費につきましては、定員管理計画による職員数の減等を見込んでおります。 

 扶助費につきましては、障害福祉サービス費等の伸びを見込んでおります。 

 普通建設事業費につきましては、第二小学校改築事業や新給食センター整備事業等を計上しており

ます。 

 このほか、物件費、補助費等につきましては、それぞれの年度に必要となる経費等の増減を見込み、

推計しております。 

 ４か年の財政計画は以上のとおり試算しております。 

 次に、事業計画について御説明いたします。 

 ９ページ、10ページ、施策別事業費一覧についてですが、令和２年度からの８年間を計画期間とす

る第２次基本計画における施策体系により、29施策ごとに実施計画期間における事業費を記載してお

ります。また、令和４年度行政経営方針に基づく重点施策には丸印をつけております。 

 12ページ以降が施策ごとの事業計画でございます。 

 13ページ、14ページを御覧ください。表の見方ですが、一覧表左側の施策名称は、基本計画の施策

名称を記載しております。左から２列目の計画概要の列は、担当部及び個別事業名を記載しておりま

す。左から３列目以降は、令和４年度から令和７年度までの事業費、財源内訳及び各年度における事

業展開を記載しております。 

 それでは、13ページから20ページまでが重点施策となりますので、主な内容について御説明いたし

ます。 

 13、14ページ、すべての子どもが自分らしく生きられる子育ち支援では、社会福祉法人くにたち子

どもの夢・未来事業団運営支援事業、矢川複合公共施設整備事業、（仮称）子ども基本条例策定事業

などに取り組みます。 

 15ページ、16ページ、学校教育の充実では、インクルーシブ教育推進事業、第二小学校改築事業、

新給食センター整備事業、魅力ある学校づくり事業などに取り組みます。 

 17ページ、18ページ、健康づくりの推進及び保健と医療の連携強化では、新型コロナウイルス感染
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症自宅療養支援事業、在宅療養専門指導医設置事業、（仮称）健康まちづくり戦略検討事業などに取

り組みます。 

 魅力あるまちづくりの推進では、旧国立駅舎管理運営事業、国立駅周辺道路等整備事業、旧国立駅

舎東西広場等整備事業、矢川駅周辺まちづくり事業、南部地域整備事業などに取り組みます。 

 19ページ、20ページ、商工業振興と観光施策による市域経済力の強化では、商店会等新型コロナウ

イルス感染症対策支援事業、ビジネスサポートセンター運営事業、中小企業等ＳＤＧｓ推進事業など

に取り組みます。 

 22ページ以降は、重点施策以外の施策についての事業計画を記載してございます。内容につきまし

ては、資料のとおりとなりますので御確認をお願いいたします。 

 47ページには、特別会計繰出金等として、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の３特別会計

への繰出金及び下水道事業会計への負担金・補助金について記載しているほか、実施計画期間におけ

る用地取得見込みについても記載してございます。 

 続きまして、予算特別委員会資料№25として、中期財政収支見通しを配付させていただきましたの

で、その内容につきまして御説明申し上げます。 

 １ページは、令和４（2022）年度から令和11（2029）年度までの財源調整表となっております。上

段の経常枠歳入（Ａ欄）、経常枠歳出（Ｂ欄）につきましては、令和７（2025）年度までの実施計画

を出発点として推計し、歳出では、扶助費などの伸びが続くことを見込んでいるほか、人件費や公債

費等、それぞれの費目ごとに増減を勘案し推計してございます。 

 特別会計繰出金等に必要な一般財源（Ｄ欄）につきましては、現行制度をベースに、また令和７

（2025）年度までの実施計画を出発点として推計しています。このうち、国民健康保険特別会計繰出

金は横ばい、介護保険特別会計繰出金及び後期高齢者医療特別会計繰出金は増加傾向、下水道事業会

計負担金・補助金は減少傾向で推計しております。 

 中段には計画（政策）事業に必要な一般財源がございますが、普通建設事業以外（Ｆ欄）と普通建

設事業（Ｇ欄）に分けて記載しております。このうち、普通建設事業につきましては、今後実施予定

の普通建設事業の推計から積算しております。そして、計画（政策）事業に充当できる一般財源（Ｅ

欄）の金額から計画（政策）事業に必要な一般財源（Ｈ欄）を差し引き、実施計画時差引財源不足額

（Ｉ欄）を算出しております。この実施計画時差引財源不足額（Ｉ欄）に対する財源調整としては、

欄外に記載したとおり、財政調整基金等の取崩し及び健全化の取組などにより対応することとしてお

ります。 

 また、１ページの右側ですが、基金残高・地方債残高の見込みについては、各年度末の財政調整基

金及び一般会計の地方債残高の見込みを記載しております。 

 財政調整基金残高につきましては、財源調整としての取崩しを加味して推計しております。地方債

残高につきましては、毎年度の新たな起債額と償還額を勘案し、推計しております。 

 次に、財政運営判断指標の見込み及び財政運営判断指標の目標値について記載してございます。こ

れは国立市健全な財政運営に関する条例において、公表が明示されている項目を記載したものでござ

います。 

 財政運営判断指標の見込みにつきましては、特定目的基金を含めた実質単年度収支、経常収支比率、

義務的経費比率、人口１人当たりの基金現在高、人口１人当たりの地方債現在高及び債務償還可能年

数の６つの指標について、その見込みを記載しております。なお、これらの数値は予算ベースでの見
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込みとなっており、決算ベースとは乖離が出てくることもございます。 

 特定目的基金を含めた実質単年度収支につきましては、特定目的基金の繰入れを多く行う年度はマ

イナスを見込んでおります。 

 経常収支比率は、扶助費及び繰出金が増傾向であることから、高い水準で維持することを見込んで

おります。 

 義務的経費比率につきましては、扶助費が増傾向にあるものの、委託化等の行革の取組により抑制

していくことを見込んでおります。 

 人口１人当たりの基金現在高につきましては、財政調整基金、公共施設整備基金等の残高の減少に

伴い、減傾向で見込んでおります。 

 人口１人当たりの地方債現在高につきましては、今後の起債予定額、償還予定額を勘案し推計して

おります。 

 債務償還可能年数につきましては、将来負担等の推計を反映し、減少傾向で推移するものと見込ん

でおります。 

 財政運営判断指標の目標値につきましては、令和２（2020）年度決算における各市の状況を基に、

東京都内25市の状況等を勘案した数値を国立市の目標値として定めております。 

 ２ページを御覧ください。こちらは令和４（2022）年度から令和11（2029）年度までの財政計画と

なっております。こちらは実施計画における財政計画算定上の条件と同じ条件で推計したものでござ

います。 

 歳入では、市税は緩やかな回復基調で見込んでいるほか、国庫支出金及び都支出金につきましては、

扶助費の伸びや普通建設事業費の見込みなどに合わせて推計してございます。 

 また、市債については、今後の普通建設事業費の見込みから推計してございます。 

 歳出では、扶助費は毎年度の伸びを見込んでいるほか、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別

会計への繰出金の伸びを見込んでおります。 

 また、令和８（2026）年度以降の普通建設事業費は、主に下の表にて記載した事業等について見込

み、推計してございます。 

 以上、予算特別委員会資料№24、令和４年度から令和７年度（2022年度から2025年度）実施計画及

び資料№25、中期財政収支見通しにつきまして御説明させていただきました。よろしく御審査のほど

お願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。 

 ここで委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午前１０時２１分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１０時２３分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を承ります。髙柳委員。 

○【髙柳貴美代委員】 それでは、質疑をさせていただきます。実施計画25ページ、26ページ、安心

して子どもを産み育てられる子育て支援というところを質疑させていただきたいと思います。よろし

いでしょうか。計画概要の中に産後ケア、きちっと入っております。こちらのほうは令和４年から令

和７年までずっと短期入所型、通所型、居宅訪問型によりケアを行うように計画されております。今
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後も短期入所型と通所型と居宅訪問型、この３つの方式に力を入れてくださることは分かりますが、

当局のほうでは、この３つの形をどのような方向性でこれから計画されていくのか、聞かせてくださ

い。 

○【前田子育て支援課長】 産後ケア事業なんですけれども、コロナ禍で令和２年度の末になってし

まったんですけれども、３類型、同時に始めさせていただいております。こちらに関しては、利用者

のアンケート等で評価をさせていただきまして、次年度は、特にニーズが高かったショートステイ、

泊まりのところの宿泊の上限を３泊４日から４泊５日、訪問型については伸びがいま一つでしたので、

利用できる期間を産後６か月から１年、と延ばしていく予定でございます。引き続き、利用者の方々

のお声を聴きながら評価させていただきまして、産後ケア事業のほうを進めていきたいと思いますが、

同時に多胎児支援など、共働き世帯、独り親世帯が増えております。産前産後の家事育児のサポート

等も考えていきたいと思っております。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 今のお話からも分かるように、短期入所型、通所型というのが断然人気とい

うことで、この間の一般質問でもお聞かせ願ったんですけれども、そのことが分かります。その中で、

レスパイトの意味合いが求められているということが分かります。今の御答弁からも使う方の、お母

さんの気持ちをしっかりと聴いて、それに対応した支援をしていくんだというようなお答えがありま

した。 

 では、質疑です。今の居宅訪問型は助産師さんが訪問してくださっているということですが、授乳

相談、沐浴指導、休養の確保、育児相談等というふうになっておりますが、これ以外の調理や掃除、

そのような家事のお手伝いというのはできるのでしょうか。 

○【前田子育て支援課長】 居宅訪問型に関する御質疑です。こちらに関しては、助産師が訪問させ

ていただいているんですけれども、家事育児支援というところは、サービス内容には入ってございま

せん。 

○【髙柳貴美代委員】 そうしますと、その辺の皆さんの御希望が高いということが今の状況でも分

かると思うんですけれども、そのようなことに関しての方策は今考えていらっしゃいますか。 

○【前田子育て支援課長】 訪問型自体のニーズが今のところ少ないので、事業の形態も含めまして、

利用者さんの声を聴きながら調査・研究して、家事育児支援、産後、特に多胎児も含めてニーズが高

いというふうには認識しております。評価していく中で調査・研究していきたいと考えております。 

○【髙柳貴美代委員】 調査・研究してくださるということが分かりました。今、産後ドゥーラとい

う、産後、心身ともにセンシティブな状態にあるお母様の不安や悩みを受け止めながら、育児、当事

者の赤ちゃんと、また上のお子さんも含めて、家事や調理、掃除などをお手伝いしながら母親をサポ

ートする、そのような産後ドゥーラという事業が今注目されております。父親、またおじいちゃま、

おばあちゃまへの沐浴指導、私も前から孫育てということを言っておりましたが、そういった育児ア

ドバイスなども各家庭のニーズに合わせてしてくださるそうでございます。国立市でいうと育サポと

いうのがありますけれども、産後ケアの居宅訪問型の支援の内容を兼ね備えて支援ができるか教えて

ください。 

○【前田子育て支援課長】 産後ドゥーラ自体は欧米が発祥というふうに聞いておりますが、日本で

は、社団法人ドゥーラ協会が実施しております、70時間以上80時間近くに及ぶ講座と試験を受けて、

それで認定を受けた方が、ある意味、専門職・資格職ということで広く行われているというふうに認

識しております。育児支援サポーター派遣は地域の助け合い活動ということで、決して専門職ではな
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い、子育て経験があって、お気持ちのある市民の方の相互助け合い活動ということで成り立っており

ますので、産後ドゥーラほどの専門性はないかなというふうには捉えております。それも含めて地域

の支援ということではありますけれども、他市町村では産後ドゥーラについては、サポーター派遣に

そういったものを委託先に選択していたりとか、実際に産後ドゥーラを利用した方に利用助成を行っ

ているところもあるので、そういった他市町村とかの状況も踏まえまして、引き続き調査・研究して

まいりたいと考えております。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。ぜひ検討していただきたいと思います。この形にし

ますと、産婦が望むレスパイトの対応にもできるし、いろいろな形で当事者の方の思いがかなうので

はないかと私は考えています。今、課長がおっしゃったように、近隣市でも日野市や八王子市、また

府中市でもドゥーラの方式を取り入れた産後ケアをやっておりますので、ぜひとも研究していただき

たいと思います。以上です。 

○【石井伸之委員】 47ページの農の営みが残る原風景保全事業についてお聞きいたします。状況に

応じて用地取得の可能性があるものというふうにあるのですが、ある程度土地取得の目安、もしくは

この地域を国立市として農地として保全をしていきたい、このような形での何らかの目安等、また検

討等、その辺りはいかがでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 農の営みのところでございますが、用地をどう取得していくかというとこ

ろ、現実にどこというところまではできていないんですが、もともとハケを背負った農地というよう

なところ、また、水田・水路といったところは要素として入っていたかと思いますので、こういった

考え方の下、今後、必要が出てきましたら、用地のほうは買収するといったことがあろうかと思いま

す。以上です。 

○【石井伸之委員】 これ結構、以前からの議論かと思うんですが、ではどこの農地を国立市として

保有し、そして取得をして、そして保全をしていくのか。また、原風景と言われる地域というのはど

ういった場所なのか。これ、実際なかなか、ピンポイントで指定すると、意外と、またそれはそれで

ハレーションを起こす、そういった考え方もあるかと思います。ただ、しかし、ある程度国立市とし

てしっかりと考えていく中で、農地を保全していくというところの部分、やはりここの部分、基礎と

なる部分、根本的な部分、この辺りをぜひとも検討いただきたいと思います。 

 そして、次なんですけれども、国民健康保険特別会計と後期高齢者医療特別会計、一般財源からの

支出なんですが、国保のほうはほぼ横ばい、しかし、後期高齢者医療特別会計、一財からの繰り出し

のほうが、こちらは徐々に伸びていく。そうすると、いずれ逆転現象が起きてしまうようなことも考

えられます。そういった中で、後期高齢者医療制度特別会計のほうの一財からの負担、これはなかな

か厳しいものがあるように考えております。そういった中で制度改正に向けて、しっかりと市として

も声を上げていくべきかと思いますが、この辺りはいかがお考えでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 これまで国保の繰り出しというのがクローズアップされてきて、６億円に

抑えましょうということでやってまいりました。75歳以上が、団塊の世代が後期高齢に入っていくと

いうところで逆転は起こっていくかと思います。制度そのものについて、どういった声を上げていく

かというのは、具体的に、すみません、今こちらでは話せないところがあるんですが、できるところ

としては、抑制策として健康づくりを進めていきたいといったところは、市としては考えているとこ

ろでございます。 

○【吉田健康増進課長】 今、簑島課長が答えたとおりなんですが、後期につきましては、広域連合
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化、都道府県単位ということになっております。市のほうで行っていくことと致しましては、事業の

一体的実施、介護というような、そちらのほうに取りかかっていきたいと令和４年度は思っておりま

すので、まず、そちらから取りかかって、都全体でどうしていくかというところになります。 

○【青木淳子委員長】 ここで委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午前１０時３３分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１０時３５分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。関口委員。 

○【関口博委員】 実施計画の13ページ以降の記述について、これは永見市長になってからこういう

形態になったということで、当時の担当部長に、これ非常に見にくくて意味が分からないということ

で指摘をしたときに、記述の方法については検討しますということを言われていましたけど、それは

検討されたのでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 こちらは以前から御意見いただいているところかと思います。以前と同じ

ようなお答えになってしまうかもしれませんが、実施計画そのものが細かいものを並べるというとこ

ろではなくて、各施策にどの程度の財源を投入していくかといったところを重視した計画として作成

しております。特性としてソフト系の事業というのは、ニーズが出てきて、すぐ対応するようなとこ

ろがあろうかと思いますので、どうしても同じものが横に並んでいるようなというところが見えてく

るのかと思います。一方で、普通建設事業については計画立ててやっていくところがございますので、

そういったところは比較的に見やすいのかなというふうには思っております。以上でございます。 

○【関口博委員】 前の実施計画というのは、知らない人もいるかもしれないのでちょっと言います

けれども、計画概要という欄の下に個別事業名がいっぱい書いてあるんです。この個別事業名の横に

事業費、一般財源とか、そういうのが書かれていたんです、幾ら幾らというのがね。永見市政になっ

てから、途中で今の形態に変わって、どんなことをやっていますよということがここに書かれている

んだけれども、これはお金の流れという、財政的な流れというのが全く分からないんです。事業に対

してのお金の流れ、構成というものが分かるようにしないと、ここに書いてあることは、どこか欄外

に書いたって分かることなので、お金の流れ、どういう国費が使われているのか、都費が使われてい

るのかということも、それからいつで終わるのかとか、そういうのが分かるような昔の状態――昔の

状態というのは、いい状態に戻してほしいと思うんです。これ全く我々見ても、何をこれで訴えたい

のか全然分からない。政策全体でこんなことをやっていますよと、政策の中でこんなことをやってい

ますよというのは分かるけど、各事業が何をしたいのかというのが全く分からない。それは指摘をし

ておきたい。ぜひ直してほしいと、以前のように直してほしいというふうにまず言っておきます。 

 その上で、検討してくださいと言っても検討しますとは言わないのかもしれないし、このままかも

しれないし、中期財政収支見通しのことについて聞きます。この中で経常枠歳入というのがあります。

一番上の段です、Ａのところ、2022年度が292億円かな、100万円単位だから290億ですね。それが

2029年度に300億円に増えているというような形になっているんですけれども、この裏の財政計画の

ほうの歳入の合計Ａ欄というところを見ると下がっているんですね。この減になっている、つまり下

がっているというのは、2022年度のＡ欄、355億円で、2029年度が338億円に下がっている。これはど

ういう理由でこういうふうになるのかちょっと教えていただけますか。 
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○【簑島政策経営課長】 経常枠歳入については、市税等が伸びているということで全体が伸びてき

ているところではございますが、その他事業に連動した特定財源が見えてこない部分が後半の年度あ

りますので、そういったところの分が入っていないというようなところかと思います。 

○【関口博委員】 何となく、それ説明になっているのかな。なっていないのかよく分からないんで

すけど、つまり、後ろの財政計画の歳入のところで国庫支出金とか都支出金があって、例えば扶助費

が多くなった場合にはこれに入ってくるはずなのに、と思うんですけどね。ところが、表の経常枠の

ほうでは上がっていっていると。これ合ってますかということだけちょっと確認したいんだけれども、

こういう傾向でいいんですか。 

○【簑島政策経営課長】 おっしゃるとおり、扶助費が伸びてきますと、当然国費とか入ってくるん

ですが、普通建設事業については、それがなくなると、その分の都費、国費も入ってきませんので、

起債もそうなんですが、そういったところでの減というのがあろうかと思います。 

○【関口博委員】 もう少し詳細にお聞きしてからにします。もうちょっと聞きたいんですけれども、

計画事業に充当する一般財源というのでＥ欄の下にＦというのがあって、計画事業に必要な一般財源

というのが2022年度で4.7億円、これが23年度になると7.2億円って急に上がってくるんですけれども、

これは、政策費が上がっているというのはどういう理由か教えていただけますか。 

○【簑島政策経営課長】 こちらは大きなところは、恐らく第二小学校の改築事業が令和５年度から

本格化していくというところがありまして、この辺りの数値が大きくなっているのではないかという

ふうに思っております。 

○【重松朋宏委員】 実施計画、ちょっと私老眼になって、非常に小さな字で見えなかったのでウェ

ブページで、ＰＤＦファイルで事業を検索しようと思ったら、２月に策定したのに、まだホームペー

ジに載っておりませんので、予算書と同じくすぐに載せるように、まずお願いしたいと思います。 

 その上で２点質疑します。１つは、この中期財政収支の見通しに実施計画期間以降に本格着手され

るであろう南武線の高架化、それから都市開発、再開発の方針に位置づけられた谷川駅南口、谷保駅

南口、インターチェンジ周辺の整備事業、それから公共施設再編を軸とした富士見台地域のまちづく

り事業は入っているのかというのが１点です。 

 ２点目が、予算特別委員会資料№21、中期財政収支見通し算定のための主な新規事業と建設事業の

支出額を見ますと、借金返済を含む一般財源の支出が、単年度で5,000万円以上になる事業が全部で

９つぐらいあるんですけれども、ほとんどの事業が実施計画期間以降の2026年度以降、大きく一般財

源支出が膨らんでいるんですね。それからすると、今後これ以上大きな財政支出を伴う事業というの

は困難だと思うんですけれども、どうなのか。２点伺います。 

○【簑島政策経営課長】 まず、１点目につきましては、おっしゃられた事業については、まだ確定

していないところがございますので、このフレーム上には入っていないというところでございます。 

 ２点目のところは、恐らく公債費の負担が大きくなっていくだろうというようなことかと思います。

こちらについては、確かにしっかり起債管理というのはしていかなきゃいけないだろうと思っており

ますので、そういったことをしながら、今後、必要な事業は実施してまいりたいと考えています。 

○【重松朋宏委員】 必要な事業は実施してまいりたいということなんですけれども、１点目の質疑

の事業も一つ一つが億、物によっては10億単位で支出が必要になるものを、二千二十五、六年度以降、

着手できる見通しはあるんですか。 

○【簑島政策経営課長】 まだ事業費は確定しておりませんが、都市計画事業もかなり入ったように
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思いますので、その辺りというのも基金等の活用というのもあろうかと思います。 

○【重松朋宏委員】 時間がほとんどないので、よく精査するようにお願いしておきます。 

○【青木淳子委員長】 ここで委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午前１０時４５分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１０時４９分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。香西委員。 

○【香西貴弘委員】 よろしくお願いいたします。私のほうからは中期財政収支見通し、それの裏面

のほう２番、財政計画に関しまして、歳入のところに関して若干触れさせていただきます。2022年度

から2029年度、いろいろ上がり下がりあるように見える中で、市税のみは少しずつですが、漸増して

いくというんですかね、少しずつ増えていくのかなというふうに思います。この点は確実な根拠とい

うか、そういった部分があるから言えることなのかなとも思うんですが、また、こうしたことになっ

ていくようにするためにもどのような点が大切だと思っていらっしゃるのかお聞きしたいと思います。 

○【簑島政策経営課長】 市税の増につきましては、個人市民税が少しずつ伸びていくというような

予測を立てています。これは景気動向ですとか、賃上げの動向だったりとか、まだ不確定ですが、将

来的には定年延長が入ってくると納税義務者数が増えていくなんていうこともあろうかと思います。 

 また一方で、固定資産税につきましても、新築ですとか、そういったこともありますので、こちら

も徐々に伸びていくだろうというような予測をしています。今後、必要なところでは生産年齢人口の

確保ですとか、それこそ土地の価値をどう上げていくかといったことも必要になろうかと思っており

ます。市として進めている魅力あるまちというところが一番重要なんだろうというふうに思います。 

○【香西貴弘委員】 分かりました。あと念のため確認なんですが、同じ財政計画の下のところに普

通建設事業というところがありまして、その中に第二小学校改築事業というのがございます。今、北

門の問題を含めて、若干ちょっとその点で遅れぎみになっている部分は正直あるのかなと思うんです

けれども、2026年度まで金額が入っているということは、ここまでには完了を一応目標にしていると

いうところと考えてよろしいでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 おっしゃるとおり、第二小学校の改築工事は2026年度までに終了したいと

いうことで考えております。 

○【香西貴弘委員】 当初は2025年度だったということですかね。 

○【簑島政策経営課長】 令和３年度の時点では１年前の2025年度（令和７年度）に全部完了という

ようなところだったかと思います。 

○【香西貴弘委員】 分かりました。続きまして、実施計画、事業計画（重点施策）、ページ17、魅

力あるまちづくりの推進からということで、国立駅南口子育て支援施設整備事業がいよいよ始まると

いうことがございます。この点でお聞きしたいんですけれども、令和４年と令和５年ということで整

備事業を完了し、令和６年の４月からですかね、オープンを目指してやっていくのかなと思います。

まず、この２か年での計画は立てられていますが、令和４年度はどこまで行うのかについてお伺いし

たいと思います。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 令和４年度につきましては、今プロポーザルを始めているところで

ございますけれども、基本設計及び実施設計を行う予定でございます。 
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○【香西貴弘委員】 全体の建物は当然ＪＲの関連会社が設計されるわけですよね。ただ、その中に

関しては市が主体になって、実際、公募型のプロポーザルによって事業選定を行うということでよろ

しいんですかね。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 今、質疑委員おっしゃるとおり、中の子育て支援施設、ＪＲからお

借りして整備をするところではあるんですけれども、その内装の設計を進めるというところでござい

ます。 

○【香西貴弘委員】 内装設計ですね。分かりました。どのような点を重視して公募型のプロポーザ

ルによる事業者の選定を行うのか、そういったどのような点を重視するのかについてお伺いしたいと

思います。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 こちらゼロ歳から18歳までで、子育てひろば、絵本の部屋、一時保

育、あとは中高生の居場所となるスペース、こちらどういった形で魅力あるものにしていくか、どう

いったデザインがいいのか、どういった機能がいいのかといったところを、民間事業者さんの知恵を

お借りしながら決めていくということで、プロポーザルで進めていきたいと考えてございます。 

○【小口俊明委員】 今のに引き続いて、基本方針にのっとって進められていかれると思うんですけ

れども、さらにプロポーザルということであれば、要求仕様書みたいなある程度固まった資料という

ものを示すという、そういう考え方ですか。どんな形を考えていらっしゃるか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 令和４年２月に策定いたしました国立駅南口子育て支援施設整備方

針、こちらに基づきましてプロポーザルを行いまして、事業者さんはその方針に基づいて提案してい

ただくというような形になろうかと思います。 

○【小口俊明委員】 方針に基づくということですね。分かりました。 

 別のことで伺います。実施計画の41ページのところに空き家対策の事業が載っております。国立市

内の中でも、我が会派公明党も空き家ということを非常に大きな課題だなと捉えていて注目をしてい

るわけですけれども、当局としては、今、市内の空き家の課題をどのように捉えていらっしゃいます

か。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。今一番やらなくてはならないということに関しては、

空き家を放置されている所有者への指導力を強化するということだと考えております。これはかねて

より申し上げてきたことですけれども、法的強制力を持った特定空家制度を活用することとして、令

和３年度に審議会から答申を受けて、特定空家認定基準を策定しました。今までは、言わばお願いベ

ースで、指導を黙殺というんですかね、されることもあったんですが、法的にのっとった指導を強化

していきたい。ちょっと遅延ぎみだったというところであるんですけれども、ここで１号の認定に向

けて、法に基づく現地調査などにも入っていきたいと考えております。以上です。 

○【小口俊明委員】 そこが法律の裏づけをもって、国立市、行政がしっかりと指導ができる、また

対応できるということですから、非常に重要で、我々も注目をしているポイントであります。それを

令和４年度、そしてさらに実施計画では令和５年度のところまで書いてありますけれども、この運用

というのを、具体的に令和４年度から運用に入れますか。 

○【三澤まちの振興課長】 特定空家制度の運用につきましては、令和４年度から、それこそ令和３

年度から既に着手しておりますので、令和４年度以降も引き続き実施していきたいと考えております。

以上です。 

○【小口俊明委員】 ということは、具体的に課題になっている箇所において改善しつつある、改善
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できている。あるいは令和４年度中も改善できると、そういう理解でよろしいですか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのように考えております。今までは所有者の方、反応なかったという

のを手当てできなかったんですけれども、そこに法的強制力を持たせますので、そういった点ではお

っしゃるとおりかと思います。以上です。 

○【小口俊明委員】 そうすると、令和３年度中で何件ぐらい、そういった具体的な対応をなさった

のか。その実績があったら、参考になりますので教えていただけますか。 

○【三澤まちの振興課長】 令和３年度の対応実績というのは、ちょっと今手元に数字はないんです

が、令和２年度でいくと42件でしたので、令和３年度も同等、上下はあるにせよ、同じぐらいの規模

じゃないかと考えております。以上です。 

○【小口俊明委員】 ありがとうございます。それで、実施計画書の令和５年度のところにガイドラ

インの策定というふうに書いてあります。これはどういう趣旨のガイドラインの作成を考えていらっ

しゃるのか伺います。――これ違うのかな。別か、これ。これは空き家対策ではなくて、別のところ

のガイドラインなんですね。分かりました。以上です。 

○【青木淳子委員長】 ここで休憩に入ります。 

午前１０時５９分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時１４分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。質疑を続行いたします。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 では、よろしくお願いします。資料のほう実施計画、年度別財政計画、６ペー

ジのほうを中心として伺いたいと思います。先ほど他の委員もやられておりましたけれども、令和５

年度の予算の増減率のところで伺いたいと思います。まず１つは、先ほどもありました普通建設事業

費、ここについてちょっと聞いておりますと、二小がという話がありましたけれども、それでよろし

いのかどうか。それでよければ、それでいいというふうに言っていただければいいと思うんですが、

そのほかのところで扶助費が大分下がっていると。要するに増減率としては16％減、数字としては、

恐らく22年度と比較すると20億円ぐらいかな、見違いがなければそのぐらい下がっているかと思うん

ですが、その理由と、あとその他のところもパーセンテージでいうと大分上がっているんですが、

47％上がっていると。数字とすると、大体1.4億円ぐらい上がっているんですが、こういったところ

はどういうふうな原因なのか。まず、そこの辺、数字的な話を伺いたいと思います。 

○【簑島政策経営課長】 まず、１点目の普通建設事業費、先ほど二小ということで申し上げました。

それと、あと新給食センターの取得、これが完成しますので、この辺りが入って大きく伸びていよう

かと思います。 

 それから、歳出の扶助費の件ですが、こちら令和４年度につきましては、繰越財源が少し入ってお

りまして、こちらが国の予算でやっています子育て世帯の交付金、この辺りが繰越しで考えておりま

す。こういったものが大きなものとして、令和４年度の特殊として入っているので、その先、下がっ

ているように見えるといったところでございます。その他の増につきましては、歳出のほうですよね。

（「はい」と呼ぶ者あり）こちらについては、額としてはそこまで大きくないんですが、ごめんなさ

い、詳細の内容までちょっと手元にないところでございます。 

○【柏木洋志委員】 分かりました。額としては、確かに1.4億円程度と言っていいのか分からない

ですけれども、1.4億円であるということなんですが、その後も微増と言っていいのかあれですけれ
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ども、上がっていっているので、ちょっと気になったところなので、ぜひ分かれば教えてほしいなと

思ったところであります。 

 扶助費のところは、先ほどありました子育て世帯の交付金というようなことで下がって見えるとい

うふうなところで見えるだけで、ほかは特に大分削減したとかいう話ではないということでよろしい

でしょうか。確認を。 

○【簑島政策経営課長】 扶助費につきましては、基本的には伸びを見込んでいます。例えば障害福

祉サービス費、こちらは毎年度４％伸びているということで見込んでいます。また、生活保護の関係

はおおむね、しばらくは横ばいかと予測しているんですが、令和７年以降、団塊の世代が後期高齢に

なってくるということもありますので、これ以降１％程度の伸びですとか、こういったことで基本的

には増として見込んでいます。 

○【柏木洋志委員】 基本的には増ということでお聞きしました。そのところは、ここ16％減となっ

ているので、ちょっと見て驚いてしまったので確認をさせていただきました。 

 そうしましたら、事業計画のほうに移ってお聞きしたいと思います。ページのほうは重点施策の19

ページ、商工業振興というところになります。ここで、2022年度の詳細といいますか、年度ごとの事

業展開というところを見ますと、22年度は当然コロナの関係の活性化事業等に対して補助を行うとい

うふうにあるんですが、23年度以降、正直コロナがいつまで続くか分からないというのもありますけ

れども、そこのコロナ対象の活性化事業等云々というのが消えておりますけれども、今のところどう

いうふうに考えているのか、その点を伺いたいと思うんですが。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。商工業関連のコロナ対策ということに関する御質疑

と承ったんですけれども、まずは、おっしゃったとおり、令和４年度にコロナウイルス感染症対策支

援金2,200万円ほどの事業を組んでいます。じゃ、令和５年度以降はどうなんだという件に関して、

財源という形では特別な形は組んでおりませんけれども、何しろ事業者の皆さん、元利償還が始まる

といったときに、原資となる売上げの向上というのが一番大事だと考えております。じゃ、それをど

うやって支援するんだということに関してが重要だと考えておりますので、ビジネスサポートセンタ

ー運営事業ということで事業者支援に売上げ支援ということで強化してまいりたいと考えております。

以上です。 

○【柏木洋志委員】 分かりました。入っていないけれども、状況に応じて支援していくというよう

なことであると受け取りましたので、そこはぜひ、先ほども言いましたけど、正直コロナがいつまで

続くか分からないというのもありますけれども、支援が必要なところに対しては、コロナ禍が続いて

いようが、終わっていようが、支援が必要なところにはしていくと。もしイベントが開催できるよう

になったら、そういうところも含めてやっていくということをぜひやっていただきたいと思いますの

で、そこはよろしくお願いを致します。 

 そうしましたら、もう１つ伺いたいと思っていますのは、すみません、またページ戻るんですけれ

ども、財源調整表のところ、５ページです。財源調整表のところで一般財源から繰り出しを行ってい

るというところなんですけれども、国民健康保険のところ、また後期も、どちらかというと後期も含

まれるのかな。どちらかというと後期ですね。後期のところで、団塊の世代が入ってくるというよう

なところのものが今後見込まれます。そこに対して、恐らく2025年度末のぎりぎりぐらいになるのか

なと思いますけれども、この間の、前年度の伸び率からすると2025年度、若干少ないように思うんで

すけれども、そこら辺の対応が見込まれた上での数字なのかどうか伺いたいと思います。 
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○【吉田健康増進課長】 後期高齢につきましては、令和４年度については、２割負担の実施に伴う

保険証更新、２回目がありますので、そういった歳出の増という要素が多分にございました。ただ、

それ以降についてはそういったことが想定されませんので、例年どおり、被保険者数は増加していき

ますけれども、それに伴った増ということで、急激な伸びはないというところでございます。令和４

年度はちょっと特筆的な要因があるというところでございます。 

○【柏木洋志委員】 分かりました、そうしましたら、要するに令和４年度だけ特別と、特別7.5％

になっている、そういう言い方が正しいのかあれなんですが、なっているだけであって、ほかは例年

どおり微増傾向であるというようなことですね。 

○【吉田健康増進課長】 あと保険料率の見直し等もございましたので、そういった影響もございま

す。全体的な流れの中で令和４年度は特筆的な要因があったというところでございます。 

○【柏木洋志委員】 分かりました。そうしましたら、将来的なところではありますけれども、団塊

世代が後期高齢に入ってくるということは、今の段階から言われておりますし、そこに対応すること

が必要であるというのは明らか、むしろ市長部局のほうが恐らく分かっておりますけれども、そこの

対応は明らかなので、そこについてはぜひ、注視というと、何かすごい行政みたいになっちゃいます

けれども、見てていただきたいと。必要に応じてやっていくと、一般財源から必要に応じて出してい

くというようなことをぜひやっていただきたいと思います。 

 もう１つなんですけれども、次は国保の繰出金について。この間、財政健全化計画とか出されてお

りますけれども、今、コロナで、財政健全化計画が繰入金を下げるというふうにありましたが、難し

いと思うんですね。そこら辺の考え方を伺いたいと思います。 

○【吉田健康増進課長】 確かに国保財政健全化計画を提出しております。ただ、このコロナの影響

によりまして、かなり納付金についても不安定な状況となっております。計画の見直し等については

ちょっとまだ、この不安定な状況の中で見直しをすぐしますということも言えません。理事者のほう

からは、全体的なところを見て、適正な保険料、保険税なのか等々も踏まえて、今後分析をしていく

というふうに思っております。以上です。 

○【柏木洋志委員】 ぜひその点は、分析が必要でしょう、適正に見ていくことも必要だと思います

が、負担が少ないようにお願いを致します。以上です。 

○【青木淳子委員長】 委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午前１１時２４分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時２７分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。石井めぐみ委員。 

○【石井めぐみ委員】 それでは、実施計画の45ページ、公共施設マネジメントの推進のところでも

って伺います。最も大きな支出を伴う事業ですので、ちゃんと長い計画を考えていかなければいけな

いなと思っています。学校の更新なども入っていると思うんですけれども、今回出ているのは外壁の

改修ですとか、そういうものですよね。これは、年数で決まっているものをやっていくのか、それと

も調べてみて、必要がなかったら先延ばしもできるのか、ここはいかがでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 外壁改修につきましては、施設の類型によっても違います。特殊建築物に

ついては10年に１度、おおむね外壁改修をやるとかいったこともあります。そういったところに該当
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しないものについては、経年で変化を見ながら、必要なときには改修をしているというのが現状です。

一方で、計画的にいつ頃やったらいいだろうという目安というのは立てているところでございます。 

○【石井めぐみ委員】 分かりました。ここは丁寧に調べて、必要がなかったら送っていくという判

断をしながら、なるべく財政支出を少なくしていくということを考えながらやっていただきたいと思

います。中期財政収支見通しのほうで見ても、学校の更新などが入っていると思うんですけど、これ

だけで見ると、あまり問題がないように思えるんですが、今後、学校の更新でもってお金が足りなく

なるというか、恐らくなんですけど、苦しくなる時期があるんじゃないかなと思うんですが、その辺

どうでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 財源的なところにしましては、今の実施計画上、二小と新給食センター、

それから矢川プラス、この辺りまでは改築、建て替えというのはできると考えております。次の第五

小学校というのが少し先に見込んでいますので、その辺り、やはり調整していかないと苦しいところ

はあろうかと思います。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。先ほどの公共施設マネジメントのほうで起債が25年

度はゼロになっていたんですね。これゼロでもって大丈夫なんですか。ここはまだあまり出ていない

ということですか。46ページです。 

○【簑島政策経営課長】 公共施設マネジメントの最終年度のところですね。こちらについては、ま

だ事業費が3,000万円ということで見ております。ここについてはほぼ頭出しというようなところで

すので、起債も見ていないということです。 

○【石井めぐみ委員】 分かりました。まだここまでは具体的に出ていないということですね。市民

の中からたくさん意見を頂いているのは、図書館を何とかしてほしいという。図書館の耐用年数とい

うか、何年ぐらいというのは決まっているのでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 中央図書館のことかと思いますけれども、公共施設保全計画でいきま

すと、残存耐用年数の終わりは令和34年（2054年）末になっております。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 まだまだということですね。よく分かりました。 

 じゃ、すみません、27ページの旧本田家保存活用事業について伺います。これ復元工事の完了とい

うのはいつになるのでしょうか。 

○【井田生涯学習課長】 復元工事の完了予定でございますけれども、令和７年９月末を予定してお

ります。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。完了後の活用に関してというのは、何か決まってい

たり、考えていたりするのでしょうか。観光資源として、また、国立ブランドの醸成という意味でも

大変重要な施設になってくると思うんですけど、工事が完了する前に活用の方法というのを決めたほ

うがいいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○【井田生涯学習課長】 活用に関しましてですけれども、昨年の８月から11月にかけまして、下谷

保町内会であったり、商工会であったり、関係と思われるところにヒアリングをさせていただいた中

で、現在そのヒアリングを基に庁内で検討させていただいているというような状況でございます。 

○【石井めぐみ委員】 分かりました。検討しているということが分かりましたので、よろしくお願

いいたします。 

 最後に１点だけ、41ページの都市景観形成推進事業です。景観づくり基本計画に基づくガイドライ

ンなんですが、本来ですと早めにできているはずだったと思うんですが、恐らくコロナの影響で先送
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りになったと思うんですが、令和５年度の策定で間に合うのでしょうか。 

○【町田都市計画課長】 令和５年度から実施していきたいと考えているところですけれども、現在

の景観のほうの行政につきましては、景観づくり基本計画や、また上位になりますけれども、都の色

彩ガイドライン、また景観形成条例で、ある一定規模でありますと届出等もございますので、その中

で指導している現在でございますので、出来上がるまでは今までどおりの指導はさせていただきたい

と考えております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。ＪＲの国立駅前のビルですとか、いろいろできてく

ると、それに合ったものにどんどんなってきてしまいますので、なるべく早く個店の皆さん、商店会

の皆さんとも話合いを始めて、ガイドラインができる前に、どういう駅にしていくかということ、ど

ういうまちにしていくかということは進めていただきたいと思います。以上です。 

○【藤江竜三委員】 それでは、質疑いたします。中期財政見通しから質疑したいと思います。経常

枠歳入ということでＡ欄があるかと思いますけれども、他の委員も質疑されていたように、西暦2029

年度まで順調に伸びていくだろうというふうに予測しているんですけれども、これって将来の人口展

望とかというのは加味されていたんでしたっけ。何か将来の人口展望的には、今、生産年齢人口が４

万9,000人前後ですけど、この頃になると４万7,000人を下回ってきて、単純に１人当たりで考えてく

ると下がってきちゃうんじゃないのかなとも思うんですけど、その辺りはどういうふうな考え方があ

るのでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 過去には人口推計、人口展望を出したときに、これぐらい伸びるので市税

も増えるでしょうというような推計をしたこともございます。今回の市税の推計につきましては、人

口総体とか、そういったところよりも、既存の令和４年度予算というところから見まして、景気動向

ですとか、先ほど申し上げたような要素で少しずつ伸びていくというような見込みを立てておりまし

て、人口増というところを数値化して何か入れられているというものではございません。 

○【藤江竜三委員】 人口とかは加味していなくて、今のところから予測していっているということ

ですね。私としては、人口が減ったら結構やばいんじゃないのかなというところを心配していて、そ

うなると、実施計画等の差引財源不足額というふうな形で、既に三角が並んでいて、このＩに対する

財政調整は基金の取崩しか、健全化の取組などによって対応していこうというふうな形になっていま

すけど、切れるカードというか、次にできる健全化の取組って億円単位だと、もうそんなに残されて

いないのかなとも思うんです。その辺りの、こういうのは手として用意しておこうとか、そういう準

備を今のうちから織り込んでおこうとか、そういうのはあるのでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 おっしゃるとおり、これまでかなり健全化の取組をやってまいりましたの

で、億単位でというとかなり数が少なくなってきていると思います。これやる、やらないという話で

はなくて、可能性のあるものとして、例えば国保税の繰り出しが今６億、４年度は６億を超えていま

すけれども、その辺りの対応をどうするかですとか、あと今、状況判断していますけど、保育園の民

営化というのが次どうなるのか。こんなところというのは比較的大きな要素なのかなと思っておりま

す。 

○【藤江竜三委員】 そういったところをやる、やらない。あるいはいろいろ判断もあるかもしれな

いし、タイミングを見極める。人口、市税の見込みとか、いろいろあると思うんですけれども、一応

準備はしておくということは進めてほしいと思います。それとともに、一応細かいところで確認なん

ですけど、2024年から25年ぐらいのときは結構歳入枠が急にぴょんと伸びているような気もするんで
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すけど、この辺りは何でだったのか。もう一度よろしいですか。 

○【簑島政策経営課長】 2024年から2025年ですと、固定資産税の評価替えとかの時期が該当してい

るところかと思います。 

○【藤江竜三委員】 分かりました。私からは以上です。 

○【青木淳子委員長】 委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午前１１時３７分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時３９分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 それでは、実施計画のところで４ページのところ、歳出についての算定上の

条件のところなんですけれども、扶助費、物件費、補助費等、その他について、これまでは令和２年

も令和３年についても下水道事業会計への負担金・補助金の減少が見込まれるので、令和４年度以降

に都市計画事業基金への積立てというふうに表記があるんですが、令和４年度、本予算案のところに

ついては１年ずれ込んでいますけれども、これはどのような理由なのかお伺いいたします。 

○【簑島政策経営課長】 予算を立てるに当たりまして、都市計画事業の基金積立てというところは

見込まなかったということでございます。 

○【稗田美菜子委員】 分かりました。必要がなかったということで、という意味で理解を致しまし

た。 

 続きまして、６ページのところの年度別財政計画なんですけれども、令和３年度の実施計画と比較

しまして、令和４年度においては、令和３年度に実施計画として令和４年度を見たものと、本年の令

和４年度の本予算案における実施計画の令和４年度について大きなずれがあるんですけれども、この

大幅なずれの理由って何か。だからローリングしているという理由はあると思うんですけれども、何

か大きな見込み違いがあったりとか、計画違いがあったのかどうかお伺いいたします。 

○【簑島政策経営課長】 まず、歳出側でいきますと、例えば二小が少し事業費が変わった、年度が

変わったということもありますが、あと歳入側でいきますと、市税のほうが令和３年度、思ったほど

下がらなかったので、その辺りで税収が大きくなっているところ、あと交付税が令和３年度経過しま

して、当初見込みよりちょっと多くなりそうだとか、そういったところで歳入が少し増えているとい

ったところで増減があろうかと思います。 

○【稗田美菜子委員】 分かりました。予算特別委員会資料№25の中期財政収支見通しのところでお

伺いいたします。財政指標の中で、指標の目標値を掲げていると思います。１ページの右下です。こ

の中では、2020年度決算において、東京都内の25市の状況等を勘案して設定とありますけれども、実

際の国立市における中期財政見通しと大分数値がかけ離れていて、目標値としていいのかどうかとい

う議論が必要かなと思うんですけど、この勘案しというのは、どの程度勘案されているのか、どうい

うプロセスを踏んでいるのかお伺いいたします。 

○【簑島政策経営課長】 こちらの目標値ですが、2020年（令和２年）の決算数値、国立市以外の25

市の平均値ということで目標値にしてございます。 

○【稗田美菜子委員】 平均値となると、財政的に全然規模の違うところもひっくるめてなべている

わけですから、目標値にするにはちょっとどうなのかなというところがあると思います。そこは議論
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していただきたいと思います。 

 時間がないので次に行きますが、同じ中期財政見通しの中での２ページのところの下に普通建設事

業費の欄があります。この普通建設事業費なんですけれども、令和３年度と同じような中期財政見通

しの中で比較しますと、公共施設保全事業の枠計上とか道路整備事業の枠計上について、毎年5,000

万円ほど上昇させています、令和４年度におきましては。何でここから2026年度以降、5,000万円ず

つ上乗せされているのかお伺いいたします。 

○【簑島政策経営課長】 これは特に保全ですので、維持補修、修繕といったところを見ていまして、

やはり経年で悪くなっているところも多くなってくるだろうといったところで、少し多めに見ている

ところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 そうすると、令和３年度の段階では、それほど経年劣化は見られなかったけ

れども、令和３年度内において、特に経年劣化がひどいというのを見通して見られたから令和４年度

について、5,000万円ですからね、コンマゼロ以下が億円ですから、単位億円なので結構大きいと思

うんですけれども、何か実績があったとか、そういうことでよろしいのかどうかお伺いします。 

○【簑島政策経営課長】 具体的な調査をしたということではございませんが、これまでの維持補修

の経費とかを見ながら、5,000万円ぐらい必要だろうということで見込んでいます。 

○【稗田美菜子委員】 そうしますと、これから先に普通建設事業費も増えていくし、起債について

も特に細かく見られていないというと、財政が厳しくなってくるんじゃないのかなと思うんですけれ

ども、どのように見込んでいるかお伺いいたします。 

○【簑島政策経営課長】 財政上やはり厳しいところはあろうかと思います。実施計画の４年間につ

いても、この財源不足額にさらに臨財債２億円というのもありますので、こういったところを含める

とやはり厳しいところはあろうかなと思います。 

○【稗田美菜子委員】 実施計画時の差引不足残高を財調で取崩してというのを基金残高として見込

んでいるんですけれども…… 

○【青木淳子委員長】 時間です。委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午前１１時４４分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時４５分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。上村委員。 

○【上村和子委員】 重要な実施計画なんですけど、ここの中に、どこにもソーシャルインクルージ

ョンという言葉が見当たりませんが、なぜ計画をつくるに当たってソーシャルインクルージョンとい

う根幹の言葉がないのか。１点伺います。 

○【簑島政策経営課長】 ソーシャルインクルージョンにつきましては、行政経営方針ですとか、基

本計画の中ではしっかりうたっているところでございまして、実施計画には、すみません、文言とし

ては確かに出てきていないところでございます。 

○【上村和子委員】 施政方針にも行政運営にもしっかり国立はソーシャルインクルージョンと書き

ながら、何で根幹の言葉が実施計画に出てこないのかということは大きな問題ではないか。市長に伺

います。 

○【永見市長】 ソーシャルインクルージョンの理念に基づいて予算も組んでいますし、実施計画も
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組ませていただいていると。ただ、今、御指摘いただいて、確かに計画の理念のところとか、そうい

うところに入ってなかったというのは、片落ちだったなというふうに考えております。今後、その辺

は注視して気をつけていきたいと思います。 

○【上村和子委員】 これは、財政当局が抜け落ちたんだと思います。全ての施策の根幹にソーシャ

ルインクルージョン、人権を置くといった精神は、佐藤市長が掲げた精神です。全ての施策の根幹で

す。だから実施計画の根幹にも絶対的にソーシャルインクルージョンがないと、実施計画は、実は根

がない計画になる。私は、そういう実施計画になっていると思います。ただ忘れたという、あと上位

計画のあるからということではなくて、実施計画こそ反映させておかないと、2022年度にどこでソー

シャルインクルージョンを見つけていくんだということが具体的に分からなくなります。だから、す

ごく気になりました、これは。なぜ強く言うかというと、重点施策の中で、人権・平和とか人権施策、

ソーシャルインクルージョンに関わるところが重点以外の施策に下がっていってしまう。子供が一番

最初に来ている重点政策、これの順番でも見えてきているんですね。 

 それで、もう２分しかないので、具体的にソーシャルインクルージョンを忘れるとどうなっている

かというと、15ページの学校教育の充実は、インクルーシブ教育は書かれてありますが、フルインク

ルーシブという言葉がどこにもありません。教育大綱で掲げたフルインクルーシブという言葉がなぜ

ないのですか、簡単に答えてください。１分以内で答えてください。 

○【市川教育指導支援課長】 お答えいたします。インクルーシブ教育推進事業でございますが、こ

こにはスマイリースタッフ一種、それとあとスマイリースタッフ二種というのを新たに加えまして、

さらに、今御指摘のあった部分ですが、交流学習支援員ということで、細かい計画の中にはインクル

ーシブ教育、インクルーシブの理念を入れているところでございます。ただ、その言葉がなかったの

は申し訳なかったなというふうに思います。 

○【上村和子委員】 こうやってみんな聞くと、申し訳なかった。なかったのは申し訳なかったで終

わるでしょう。フルインクルーシブって分かっていないんじゃないですか。ソーシャルインクルージ

ョンって分かっていないんじゃないですか。この間、一般質問で挙げましたけれども、個別支援とか

特別支援とか、それを言っているんじゃないですよ。共に生きるという学校をつくれるかということ

ですよ。だからフルインクルーシブという教育をやった、交流じゃないですよ。一緒に育つ、一緒に

学ぶ、そういう覚悟を持った学校づくりがソーシャルインクルージョンに基づくフルインクルーシブ

な学校教育なんじゃないですか。それを目指そうとしているんじゃないですか。教育長、いかがです

か。もう40秒しかないから、私が言ったこと違っていたら違うだけでいい。 

○【雨宮教育長】 質疑委員のおっしゃるとおりだというふうに思います。 

○【上村和子委員】 最後に、公共施設マネジメントの中にもＳＤＧｓや超高齢社会を見越してのバ

リアフリーを課題とするという、そういう表現がないです。これもソーシャルインクルージョンのま

ちをつくろうと思ったら、絶対的に必要な公共施設マネジメント方針の基本です。こういうふうに教

育分野、公共施設のマネジメント、人権尊重、ここにソーシャルインクルージョンの精神はあるのに、

それが抜け落ちているからこういう実施計画になっている。これは本当に反省してください。以上で

す。 

○【青木淳子委員長】 ここで委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午前１１時５０分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
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午前１１時５１分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。望月委員。 

○【望月健一委員】 25ページの安心して子どもを産み育てられる子育て支援ということに関して、

まず質疑します。このコロナ禍、保育園の運営なども公衆衛生、衛生面をしっかりと担保して運営に

当たっていただきたいと思っております。そこで、資料などを見ますと、市内の保育園の一部で使用

済みのおむつを保護者の方にお持ち帰りいただいているという園があるそうなんですけど、それはや

はり改善すべきと思いますが、いかがですか。 

○【川島児童青少年課長】 市内の保育園におきましては、私立園では独自のサービスとしておむつ

の持ち帰りをしている園もございます。公立園を含めた市内全体のおむつの持ち帰りにつきましては、

保護者会のほうからも継続して御要望を頂いております。予算のほうも一応要求をしている状況でご

ざいますが、なかなか市全体の調整の中で採択に至っていないという状況でございます。今後も保護

者の要望が出ているというところもございますので、予算化に向けて政策経営課のほうとも協議をし

てまいりたいと考えております。 

○【望月健一委員】 政策経営課のほうはどうですか。保護者の要望があるそうですけど。 

○【簑島政策経営課長】 おむつの持ち帰りについては、ここ何年か検討しているところではござい

ますが、令和４年度予算については計上できなかったといったところでございます。引き続きここに

ついては、ニーズ含めながら検討してまいりたいというところでございます。 

○【望月健一委員】 さらに突っ込みますけど、ニーズというか、公衆衛生上よろしくないと思うん

ですけど、その辺りはいかがですか。これは政策経営部に聞いています。 

○【簑島政策経営課長】 これまで、このように対応してきたというところで、また、公衆衛生上ど

うかというところについて、ここについても引き続き現場の声も聴きながら、保育園のほうの声も聴

きながら検討していきたいと思います。 

○【望月健一委員】 納得いきません。市長に伺います。これはいかがですか。 

○【永見市長】 確かに過去からずっと見ていると、これは持ち帰りをしてきたという経過がありま

す。今の時代的なニーズの中でどうかという課題だろうと思っています。これは慎重に検討してまい

りたいと思います。 

○【望月健一委員】 よろしくお願いします。これは、引き続き取り上げます。 

 次が防災のこと、答えられますか。33ページなんですけど、防災体制の充実の中で、防災無線放送

を電話で聞くことができるサービスを運用するというのがあるんです。これはすばらしいと思うんで

すけど、できればホームページなどで音声配信、同じ内容を聞けるようにしていただきたいですが、

いかがですか。 

○【松平防災安全課長】 お答えします。ホームページ等々を含めまして、防災安全課のほうで検討

してまいりまして進めていきたいと考えております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いします。やはり電話で聞く方、

防災安全無線が聞こえないという状況は様々指摘いただいていますので、ぜひともよろしくお願いい

たします。 

 次がデジタル化、43ページに載っております。私は、人に優しいデジタル化をお願いしたいと思っ

ています。デジタル化は、いや応なくこれは進めざるを得ないというのは確かだと思うんです。他市
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がやっているのを、自分たちは紙で、申込みはデジタルでできませんというのは、これはなかなか難

しいと思います。当然、都心に勤めていて、ふだんは市役所に来れない方が申込みとかをできるよう

な体制、仕組みはしっかりと整えていくべきだと思います。一方で、これは意見にとどめますけれど

も、デジタルディバイド対策、人に優しいというのは進めていただきたいと思っています。これは意

見です。 

 デジタル地域通貨ということを言っていますけど、例えば紙でポイントというか、そういったもの

を、商工業支援とかでやったものが、そういったものがデジタル地域通貨とかでできるようになると

思います。その辺り、しっかりと進めていくべきと思いますが、いかがですか。 

○【山本情報政策担当課長】 今、御質疑いただきましたデジタル地域通貨につきましては、商工会

さんのほうのくにたちポイント、これは今年度で一応発行を終了するということでございます。です

ので、そことの連動というところで、商工会さんと一緒に市のほうで今、検討を始めさせていただい

たところになります。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。ぜひとも、例えばデジタルディバイド対策としては、

スマホを使わないデジタル地域通貨も他市ではあるようなので、そういったものを含めて、例えば高

齢者の方とか、なかなか対応するのが難しい方にも優しいデジタル地域通貨をお願いします。以上で

す。 

○【青木淳子委員長】 ここで昼食休憩と致します。 

午前１１時５６分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後０時５９分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。質疑を続行いたします。石塚委員。 

○【石塚陽一委員】 お願いいたします。実施計画の総括について３点質疑させていただきます。 

 まず、１点目、実施計画期間を令和４年から７年までの４年間としておりますが、基本的考え方の

中に中期財政収支見通しとの整合が図れた計画としていますが、その総括をどう捉えていますかとい

うことが１点。 

 ２つ目が、計画事業は年度別に示し、これを裏づける財政計画を明らかにするとありますが、その

主な代表的な事業を示していただけますかということ。 

 ３番目、計画事業の見積りの考え方が９項目示されておりますが、その中で、特に課題として提起

されています、人件費率が他市に比較して最も高い水準にあり、抑制を図る必要があることから、新

規事業や拡充を行う事業を企画するに当たり、正規職員のみならず、会計年度任用職員についても人

員増を前提としないように見積りを行うとありますが、それは一体、具体的にどのようなことで実践

されるかということをお尋ねいたします。お願いします。 

○【簑島政策経営課長】 まず、１点目、実施計画の総括というところでございますが、この４年間、

従来より、令和４年度には矢川プラスの建設があり、令和５年度からは二小の建築が本格化する。そ

れから給食センターの改築も完了するといったところで、かなり大きな事業が入ってきたと思ってお

ります。その中で、財政調整基金の取崩しについては、毎年度、６億円台ということで、ある程度の

水準には抑えられたのかとは思っています。ただ一方で、この４年間の毎年度、臨時財政対策債で２

億円というのを計上しておりますので、実質、ここも財源不足と考えますと、見た目よりも厳しい状

況があるのかなと考えているところでございます。 
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 先ほど来、議論がありますとおり、やはり、１年後、２年後でかなりまた状況も変わってまいりま

すので、そういうところを見ながら、引き続き、次年度以降はローリングしながら考えていきたいと

いったところが総括でございます。 

 それから、実質、代表的主な事業というところでございます。特に、財政面のところを考えますと、

一般財源負担が大きいというのが施設の整備のところでございます。道路整備は比較的補助が多く入

ってきたりですとか、起債なんかもかなり入りますので、一般財源負担は少ないんですが、施設系が

多いかと。そういった観点から見ますと、実施計画に計上されているもの、先ほどの二小の改築につ

いては、令和４年度に工事契約、それから５年度から工事といった形になって、令和８年度の完了を

目指しているものがございます。また、第五小学校につきましては、令和４年度は構造調査等を行い

まして、建物の安全性を少し確認させていただきながら、丁寧な調整をさせていきたいと。あと給食

センターにつきましては、５年度に完成いたしますので、こちらの建設費の支払いが発生してまいり

ます。この辺り、それ以降は運営サービス料とともに支払っていくこととなろうかと思います。あと

は、４年度の矢川プラスにつきましては、開設準備の備品を含めても８億円以上の事業費を計上して

いるところでございます。このほか、実施計画の９ページ、10ページあたりを見ていただけると、教

育、子育てといったところの割合が大きくなっているのかといったところで見ているところでござい

ます。 

 あと、３点目としまして、人員のところです。人件費というところはなるべく抑えていきたいとい

う考え方も持ってございまして、まず、正規職員につきましては、定員管理の中で厳しく精査をさせ

ていただいております。業務増ですとか、新しい事業を起こすに当たっても、既存事業の例えば効率

化だったりですとか、そういったところをお願いできないかということをやりながら、最低限のとこ

ろで精査しているといったところでございます。 

 あと、会計年度任用職員ですが、こちらにつきましては、同等、同様に、基本的には増やさないと

いう方針で考えてはいるんですが、どうしても必要なところには充てていくと。ただ、正規職員と違

うところは、会計年度任用職員は予算の中で、補助金が当たったりすること等もございますので、こ

ういったところを本当にフルに活用しながら、なるべく負担を少なくしながらも、必要なところに充

てているといったところが現実の作業になってございます。以上です。 

○【石塚陽一委員】 どうもありがとうございます。今いろいろお答えいただきましたけど、特に人

件費のところですけども、会計年度任用職員等について、仕事に合った待遇ということもよく考えて

いただければと思うんです。 

 それから、正規職員の方も再任用というような形で、それこそ定年を延ばさなきゃいけない状況で

すから、それをむやみに切ることじゃなくして、もっともっと経験を生かして、行政の中で活用させ

ていただくように努めていただきたいと思います。 

 私は以上です。ありがとうございます。 

○【青木淳子委員長】 ここで、委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午後１時４分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後１時６分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。質疑を続行いたします。小川委員。 

○【小川宏美委員】 よろしくお願いします。実施計画の15ページです。学校教育の充実のところで、
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大変気になるのは、来年、2023年度の事業費41億円が入ってくるところです。起債も非常に大きいで

す。この中で、ＰＦＩ手法により、新給食センターを建設しますけれども、その事業費、国と起債と

総合交付金、その他一般財源の数字を教えていただけないでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 新給食センターの事業費全体としては、約20億程度となっておりまし

て、その内訳としては、施設の取得費というものもあるんですけれども、今まで建設のモニタリング

をコンサルに委託している分ですとか用地の費用、それから令和５年２学期から開設して運営します

ので、半年分の運営の委託費、こういうものが含まれております。 

 御質疑の財源の内訳ということですけれども、国からの補助がおおよそ２億3,000万程度、それか

ら、起債によるものが16億8,000万程度、このような形で考えております。以上です。 

○【小川宏美委員】 一般財源が今はまだ答えていないですけど、教えてください。 

○【古川教育施設担当課長】 一般財源は１億4,700万程度と考えています。以上です。 

○【小川宏美委員】 そうですか。23年度は、一般財源は１億4,300万ですか。 

○【古川教育施設担当課長】 １億4,700万円程度です。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。伺っていたところで、当初は建設費16億円を出すのは

大変厳しいからということで、ＰＦＩ手法を取ったのが20億円になっているということです。15年の

ＰＦＩ契約を結んでいますけれども、全体の事業費は幾らになりますか。 

○【古川教育施設担当課長】 全体、以前の予算でもありました、約62億と考えています。以上です。 

○【小川宏美委員】 これはこれまで議会に示されてきた、聞くたびに数字が動いたり、多くなった

りしたんですけど、15年で62億8,000万と伺ってきました。その中で、毎年の一般財源の支出は、

2023年度は１億4,000万ということですが、その後、2024年、2025年の15年間はどんな支出になりま

すか。 

○【古川教育施設担当課長】 将来にわたる一般財源のところまで細かく数字は出ていませんけれど

も、その先の部分、令和５年以降の部分の一般財源については、令和６年度については３億円程度、

それから令和７年度についても同じく３億円程度と見込んでいます。以上です。 

○【小川宏美委員】 聞いていたところでは、２億円ずつで推移していく15年間と聞いてたんですけ

ども、23年は１億4,000万ですけども、24年度以降は３億ずつになっていくというのは、聞いていた

２億円よりかなり上がっています。この約１億円、上がっているのはなぜですか。 

○【簑島政策経営課長】 これ、３億の中には用地の借上料ですとか、あとモニタリング委託料なん

かも入っていますので、実際としては、もう少し少ない数字になろうかと思います。 

○【小川宏美委員】 用地取得は2,000万円台ですよね。モニタリングもそんな多くないので、結構

数字が……。また詳細を教えていただきたいと思います。３億円ずつ、ずっと15年続くわけですから。

これは、これまで市が給食費に使ってきた３億円とほぼ変わっていません。 

 その辺、しっかりこれからもチェックしたいと思いますけれども、今後、15年間にわたって、国立

市内の調理員と配膳員がいなくなります。これは大変、今後どのように地域に、また、豊かな学校給

食の在り方に意味が出てしまうのかということは、本当に注目しなきゃいけないと思いますけれども、

調理員、配膳員の削減、市で言うと、削減人数というのは出ていますか。 

○【古川教育施設担当課長】 ＰＦＩ事業によって調理員は逆に増えると考えております。部屋が細

分化されて、よりきめ細かな調理をしていく、そのために増えると考えています。 

○【青木淳子委員長】 以上で、令和４年度から令和７年度、2022年度から2025年度までの実施計画
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に対する質疑を終了いたします。 

 ここで、委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午後１時１１分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後１時１３分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(1) 第１６号議案 令和４年度国立市一般会計予算案 

○【青木淳子委員長】 続きまして、第16号議案令和４年度国立市一般会計予算案を議題と致します。 

 まず、歳入全般について補足説明を求めます。政策経営部長。 

○【宮崎政策経営部長】 それでは、第16号議案令和４年度国立市一般会計予算案の歳入につきまし

て、一括して補足説明をさせていただきます。 

 令和４年度歳入予算の総額は327億4,000万円で、令和３年度当初予算に比べ、額で10億300万円、

率で3.2％の増となっております。 

 それでは、歳入予算案の主な内容について御説明いたします。なお、以降の増減額、増減率につい

ても、令和３年度当初予算との比較となっております。 

 予算書の20ページをお開きください。款１市税につきましては、令和３年度の決算見込み、現時点

での景気動向等に留意して積算した結果、４億4,607万3,000円、3.0％増の151億5,673万6,000円を計

上いたしました。このうち市民税につきましては、個人分は１億2,070万5,000円、1.7％増の70億

8,022万9,000円を計上いたしました。法人分につきましては、9,014万1,000円、19.2％増の５億

5,966万を計上いたしました。 

 固定資産税につきましては１億4,189万7,000円、2.5％増の57億8,950万円を計上いたしました。こ

のうち純固定資産税は、令和３年度決算見込み等に基づき積算し、１億4,779万円1,000円、2.7％増

の55億9,707万円を計上いたしました。 

 22ページの軽自動車税は、393万6,000円、7.7％増の5,512万8,000円を計上いたしました。 

 市たばこ税につきましては、2,326万2,000円、5.8％増の４億2,557万2,000円を計上いたしました。 

 都市計画税につきましては、6,613万2,000円、5.6％増の12億4,664万7,000円を計上いたしました。 

 市税につきましては、以上のとおりでございます。 

 次の款２地方譲与税につきましては、1,100万円、9.8％増の１億2,291万円を計上いたしました。 

 款３利子割交付金につきましては、290万円、13.9％減の1,800万円を計上いたしました。 

 款４配当割交付金につきましては、2,200万円、19.8％増の１億3,300円を計上いたしました。 

 款５株式等譲渡所得割交付金につきましては、3,500万円、18.9％減の１億5,000万円を計上いたし

ました。 

 款６法人事業税交付金につきましては、7,000万円、79.5％増の１億5,800万円を計上いたしました。 

 款７地方消費税交付金につきましては、１億1,300万円、7.6％増の15億9,800万円を計上いたしま

した。 

 款８自動車取得税交付金につきましては、前年度同額の1,000円を計上いたしました。 

 24ページの款９環境性能割交付金につきましては、400万円、15.4％増の3,000万円を計上いたしま

した。 
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 款10地方特例交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

の減により、9,200万円、60.5％減の6,000万円を計上いたしました。 

 款11地方交付税につきましては、１億5,000万円、75.0％増の３億5,000万円を計上いたしました。

このうち普通交付税は２億5,000万円、特別交付税は１億円を計上しております。 

 款12交通安全対策特別交付金につきましては、前年度同額の900万円を計上いたしました。 

 款13分担金及び負担金につきましては、1,068万6,000円、5.0％増の２億2,653万1,000円を計上い

たしました。 

 款14使用料及び手数料につきましては、865万円、1.2％減の６億9,308万4,000円を計上いたしまし

た。 

 26ページからの款15国庫支出金につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

補助金の増等により、６億1,312万5,000円、11.3％増の60億2,802万9,000円を計上いたしました。 

 28ページからの款16都支出金につきましては、市町村土木費補助金の減等により、182万5,000円、

0.1％減の52億336万2,000円を計上いたしました。 

 34ページの款17財産収入につきましては、2,150万9,000円、16.3％減の１億1,053万4,000円を計上

いたしました。 

 36ページの款18寄附金につきましては、前年度同額の3,000円を計上いたしました。 

 款19繰入金につきましては、新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金の減等により、２億3,903

万6,000円、21.6％減の８億6,704万1,000円を計上いたしました。 

 38ページの款20繰越金につきましては、前年度同額の２億円を計上しております。 

 款21諸収入につきましては、396万4,000円、1.3％減の２億9,696万9,000円を計上いたしました。 

 最後に、40ページの款22市債につきましては、3,200万円、2.4％減の13億2,880万円を計上いたし

ました。 

 以上が一般会計歳入予算の主な内容でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 補足説明が終わりました。 

 それでは、提案説明に対する総括質疑と、一般会計予算案のうち歳入全般を一括して質疑を承りま

す。なお、質疑、答弁の際、年度については令和３年度、令和４年度というように、数字ではっきり

と分かるように発言をしていただきますようお願いいたします。 

 また、質疑時間には制限がございますので、委員の皆様には簡明な御質疑をしていただき、説明員

におかれましては明確かつ簡潔に御答弁されますよう、特にお願いいたします。 

 委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午後１時２１分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後１時２２分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。質疑を続行いたします。古濱委員。 

○【古濱薫委員】 社民・ネット・みどりと風、古濱でございます。よろしくお願いします。 

 今回は私事でありますが、新型コロナ感染症により議会の前半を休ませていただきました。議会事

務局、当局職員の皆様、また、議員の皆様、御心配をおかけしました。この間、皆様からは体調を案

ずる声かけですとか、いたわりのお言葉ですとかたくさんいただきましたことに深く感謝申し上げま

す。また、今回ホテル療養というちょっと変わった体験もいたしましたので、経験を何かお役に立て
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ることがあるかもしれません。昨日から登庁いたしまして、まだ全快とはいきませんが、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、質疑をさせていただきます。款21、項４、目４、有料ごみ処理袋のことについて伺いま

す。2019年決算特別委員にて私、ごみ袋のデザインについて、広告を募ったりですとか国立らしいデ

ザインを考えられないか、質疑を致しました。その後の検討の進捗を聞かせてください。 

○【清水ごみ減量課長】 それでは、それ以降の検討状況について簡単に御説明させていただきます。

大きく分けて３つぐらいの観点で検討してきたかと思っています。 

 １つ目は、記載内容の可否についてとか、２点目としては、どのぐらい費用がかかるんだとか、３

点目については、現状どうなっているのかと、そんな観点で検討してきております。 

 簡単に申し上げますと、内容についてでございますが、市としては、有料袋本体の内容はごみの適

正処理を目指すため、ごみの分別、減量の徹底をお願いすることとしておりまして、国立市のごみ出

しルールの徹底をしてほしいということを書いたりとか、あと、外袋というんですか、本体をまとめ

て１つのパッケージにしているんですけど、そこの外袋には、くにニャンのイラストを付けたりとか

優しい感じにしております。そんなところの中では適正かと思っております。 

 次に、費用面でございますが、ごみ処理袋を製造している業者さんと意見交換しているんですが、

デザインの変更につきましては、大体５万円前後かかるのではないかなという意見を頂いておりまし

て、それを超えるような、仮に実施するときは費用設定が必要になってくるのかと思っております。 

 ３つ目が、課題についてなんですが、現状、御好評を頂いています、ごみ出しカレンダー、こちら

のほうに、広く公募しまして、広告を掲載していただいております。現在、欠けているところはない

んですが、埋めるための作業が、必ずというか出てくることもあるらしいので、そういったところの

中では、市から業者さんにお願いして埋めてきているという現状がございます。以上でございます。 

 いずれにしましても、広告収入事業につきましては、ごみ出しカレンダーの実績がありますので着

実に実施するとともに、優良ごみ処理袋については、収入面とかコスト面など総合的な観点で、検討

していきたいと思っております。 

○【古濱薫委員】 そのような検討があったということで分かりました。ごみ袋は、ごみ減量課だけ

でなく行政の皆様に申し上げたいんですが、市の行う事業というのは、選ばれているというんじゃな

くて、ごみ袋を例えば買う、これは、ほかにないからそれしか買うものがないわけで、お店で手に取

ってもらうことがどんなに大変なことか、民間の商売ですとか物を売るときに、隣にすごく魅力的な

ものがあったら選ばれたかどうかとか、そういう視点を常に持っていただきたいと思います。利用者

にサービスを選んでもらえる、この商品を手に取ってもらえるのはすごいことで、手にして買っても

らえる、これしかないから買っているんだけど、ほかにいろいろあればもしかしたら選んでもらえな

いかもしれない。その中で、デザインをどうするって当たり前に出てくる検討課題なんです。目立つ

ものであったり、使いやすいものであったり、家で使うのに、自分の家の雰囲気になじむものであっ

たり、ほかの市のものでもよかったら、もしかしたら、そこで価格競争とかもあるかもしれないし、

それだけ魅力的な──自分の家に持って帰ってもらえるってすごいことで、そういったことはごみ袋

以外にも自覚をしていただきたいと思います。 

 今回、もう一回取り上げたのは、市民の方からも、いろいろ情報を載せないといけないのは分かる

んですけど、表示などが見にくいという御意見を頂いていて、申し上げているわけです。私も広告が

カレンダーのほうに書いてあるのは分かっていましたし、地味なんですけども、例えば可燃ごみは黄
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色なんですけども、ものは結構山吹色というかオレンジ色に近いんだけれども、カレンダーのほうで

は真っ黄色、レモン色に近かったりして、あれと思うんです。そういうところも、今、不足はないと、

これでよろしいかとなっているかもしれないんですけども、常に見直す、これでいいのかなと、もっ

とよくなるんじゃないのという姿勢は絶対必要だと思います。 

 また、今の業者さんと話し合っている中で、その中で市民の方の御意見は聞いたんですか。何かこ

ういうのだといいよね、ほかの市はこうだよねとか、何かそういう会議体があったりして、そういう

機会を持ったのか、お聞かせください。 

○【清水ごみ減量課長】 聞いていることとしましては、最終的にごみ処理袋は燃やされちゃうもの

だということの中で、例えば、イラストを載せるとかそういったところはどうなんでしょうかとか、

例えば、お店の飲食店とかのＰＲするような広告が入ったらどうなのかというところの中で、あくま

でもごみということで、捨てられる時に、おむつとかいろいろなものが入ってきますので、そういっ

たところでの観点はどうかとか、そういった意見はあったと聞いております。 

○【古濱薫委員】 それは何か会議の中で、これについて話そうという場所で意見をもらったんです

か。 

○【清水ごみ減量課長】 御意見としてあったということです。会議体とかそういったところではご

ざいません。 

○【古濱薫委員】 分かりました。ごみ袋って確かに最終的には燃やされるんですけれども、よくハ

イブランドのショッピングバッグなんて、それも同じですよね。物を持って帰るレジ袋とかと同等で、

最後には捨てない方もいらっしゃいますけれども、すごく憧れで持ちたかったり、欲しかったりする

ものだったりするんです。 

 ごみ袋にもそういった可能性があると私は思っていて、ぱっと見たときに、さっき色の違いも言い

ましたし、ぱっと見て、確かにすごい分かりやすいとは──なかなか情報量は入っていて間違っては

いないんですけれども、すごくいいもの、もっとよくなるという部分は、すごく余白はあると私は思

って、例えばここから切って開けるんですけども、ここから開けるってすごく見づらいんです。ここ

から開けると気づかない方もきっといらっしゃると。この辺から破いちゃう、真ん中から破いちゃう

人もいるんじゃないかと。ここを強調するとか、ぱっと見ただけでも工夫のしがいがまだまだあると

私は思っています。１回決まって、これでよしとしない、もっとよくなるにはという姿勢をよろしく

お願いしたく、質疑を終わります。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、予算書の20ページの個人市民税と法人市民税が増えた理由を教えて

ください。 

○【波多野課税課長】 まず、令和３年度の当初予算では、新型コロナウイルス感染症の拡大による

景気減速が予想されたことから大きく減額を見込んだ予算となっておりましたので、令和４年度の当

初予算を比較すると全体的に増額となっております。個人市民税の積算につきましては、東京都が公

表しております勤労統計を参考に、令和３年３月以降の平均賃金が令和２年に比べて増加しておりま

して、また、予算積算時の状況でも前年比で増となっておりました。そこで、令和４年度におきまし

ては、給与所得が増加すると考えまして、税額にして8,000万から9,000万円程度の増収を見込み、令

和３年度の決算見込みをベースとして積算いたしました。 

 次に、法人市民税でございますが、令和３年度の予算積算に当たりましては、税率の改正があった

ことと、また、個人市民税と同様に、新型コロナウイルス感染症拡大による景気減速の影響を加味し
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まして、減額を見込んで算出したところなんですが、令和３年度の決算は想定よりも減収とならない

見込みで、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、当市においては、ある程度限定的であったと見

て、また、税制改正等も令和４年度は予定されていないことでありますから、令和３年度の決算見込

みをベースとして積算させていただきました。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 ありがとうございました。決算ベースで見ても、個人の方の市民税が8,000万

円増えているということですよね。法人の方のほうの納税も増えているだろうということでありまし

た。大変な業界の方は大変なんでしょうけど、今は二極化とかＫ字化だとかいろいろ言われている中

で、国立市においては、こういう状況だったというお話だと思います。 

 建設環境委員会でも、市内で商売されている方のお話を伺いに行ったら、いや、業種によっては人

手不足ですと、そういう話を聞きましたし、福祉のほうは恒常的な人手不足だと思うんです。そうす

ると、市も企業名とかは出せないと思いますけど、こういう職種で人が不足していますだとか、雇用

は、市は関わってこなかったのがずっと今までだったんですけども、市内企業のさらなる発展のため

に、もう少し雇用の分野における市の役割というのもあるんじゃないかと思いますが、この辺はいか

がですか。 

○【簑島政策経営課長】 市が確かに雇用面についてというのは、政策としてそこまでやってこなか

ったのが事実かと思います。労働というところでいくと、ハローワークさんだったりとかそういった

ところになってしまったのかというのは思っています。今、具体的にどこの事業者が、人手が足りて

いないとか、そういったプラットフォームみたいなものは今、検討はしていないということです。 

○【藤田貴裕委員】 検討していないのは分かっているので、これからぜひ検討して、そういうマッ

チングといったら変ですけど、そういうことをやったほうが私はいいのかと思います。コロナの時代

でも人手不足で倒産というのは、国立市じゃないと思いますけど、日本全体で見れば結構あると聞い

ているんです。国立市でも人手不足という話は、もう私たちは委員会で聞いていますので、ぜひ市内

企業の方々のさらなる発展のために、私はそういうプラットフォームをつくっていくのは、本当にこ

れから必要なことだと思いますので、十分検討していただきたいと思います。 

 また、日本全体でも雇用の過剰ぎみのところから、成長分野ですとか人手の足りないところへ移し

ていこうと、そういう政策ですし、そういう補助金も現にあるぐらいですから、国立市としてもやれ

ることはたくさんあると思いますので、対応を期待しておきたいと思います。 

 続いて、同じ20ページ、固定資産税が増えた理由を教えてください。 

○【波多野課税課長】 令和４年度の固定資産税につきましては、令和３年度に特例として課税標準

が据置き、または軽減となっていた措置が土地の一部を除きまして終了することから、全体と致しま

して増額となる見込みで、令和４年度の当初予算の積算では、土地は令和４年度限りの特例措置によ

る物価上昇の抑制、先ほど言いました一部の土地の関係の減額、それと非住宅用地が、新築などによ

り住宅用地になること等を加味した減、家屋につきましては新増築による増、償却資産は減価償却に

よる増を想定しまして積算いたしました。 

 ただし、結果的には、令和３年度における特例措置の終了が、全体の影響が、先ほど申しましたよ

うにありまして、土地はほぼ横ばいで家屋及び償却資産は増、固定資産全体では増額という見込みで

積算を致しました。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 分かりました。それと、都市計画税について、こちらも増えますけども、積立

てがどれぐらいできるのか、予算書に載っていなかったので、教えてください。 



－ 35 － 

○【簑島政策経営課長】 都市計画税の令和４年度の見込みです。これは公表している資料だと、予

算記者会見資料には載せておるんですが、都市計画税の収入としまして、12億4,664万7,000円ござい

ます。こちらを令和４年度の予算上では、都市計画事業ですとか下水の事業、それから償還金等に充

てていきますと、都市計画税を充当するのが８億7,713万1,000円となります。この差額になります、

３億6,951万6,000円、ここが現時点で積立てに、翌年度になろうかと考えているところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 それは当初の計画に比べてどんな感じなのか、教えてください。 

○【簑島政策経営課長】 当初の計画……（「３年で積み立てるという、毎年一定額積み立てるとい

う」と呼ぶ者あり）都市計画税については、決算で余ったものを積立てていきますので、特に充当計

画というのを作っているものでは──税率改定のときという……（発言する者あり） 

○【藤田貴裕委員】 ３か年で充当するものと、使い切れずに積立てていくものというのを市で出し

ていただいていたと思いますけども、ないならいいです。いずれ、なるたけ一財を使わない、南武線

高架化をやるだとか、あの中で……。資料はありましたか──それだったら、次の質疑をやりますね。 

 22ページの法人事業税交付金、これは今年度というか、2021年度ぐらいからできた制度だと思いま

すが、これを教えていただいてよろしいですか。 

○【簑島政策経営課長】 法人事業税交付金につきましては、税制改正の関係で、法人市民税の一部

の国税化されたことに伴う措置ということで導入されているものです。令和２年度から入ってきてい

まして、これが経過措置というものがございます。その中で、徐々に増額されていっているというと

ころの経過でございます。 

○【藤田貴裕委員】 あれですよね。法人分とこれを足すと約７億円になるんです。これは結構、国

立市としては大きいのかという気がしますけども、今後、こちらは法人税収が増えれば、これも連動

して増えていくのか、その仕組みを教えてください。 

○【簑島政策経営課長】 法人事業税交付金につきましては、東京都が集めています、法人事業税の

7.7％を配分するという形になっておりますので、都の法人事業税の税収が増えていけば増えていく

と。あと、経過措置が恐らく令和４年度までなので、５年度までは増えるんじゃないかという予想が

されます。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 分かりました。 

 最後に、24ページ、予算書の地方交付税が増えた理由を教えてください。 

○【簑島政策経営課長】 交付税の増額理由ですが、昨年度は普通交付税が１億円、特別交付税１億

円の２億円で計上しています。令和４年度につきましては、特別交付税は１億円ですが、普通交付税

が１億5,000万増の２億5,000万というところです。 

 これにつきましては、令和４年度の試算をしたところ、大体１億9,000万円程度の普通交付税が入

ってくるんじゃないかと、需要と収入のバランスということを見ています。プラスで、国のほうが地

方財政計画で、令和３年度と比較して7,000億円程度の交付税の総額を確保しているといったことも

含めまして、全体で2.5億円ということで、普通交付税は2.5億円ということで算出しております。 

○【藤田貴裕委員】 国のほうの枠が増えて、これは増えたと考えるんですか。 

○【簑島政策経営課長】 １点としては国のほうが増えているということと、あと、試算の中では、

国勢調査の、人口が増えているというのが令和３年度、まず反映されています。それ以外に、例えば、

高齢人口だったりとか、そういったものが１年遅れて反映されますので、さらに需要が伸びるだろう

という見込みがありまして、全体で増えているという試算をしております。 
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○【重松朋宏委員】 それでは、予算書の24ページ、歳入、款11、項１、目１の地方交付税について、

何点かお聞きします。 

 国の経済対策で、保育、介護、看護の現場の賃金を３％、月9,000円程度引き上げるということが

決まって、今年の２月から９月分までは、10分の10の国庫補助がついております。10月以降について

は、地方交付税の中で、公立保育園の保育士、特に、会計年度任用職員の処遇改善が措置をされてお

ります。しかし、国立市は、正職員も会計年度任用職員も、保育士の給与面での処遇改善を行ってお

りません。これは不適切ではないかと考えるんですけれども、いかがでしょうか。 

○【平職員課長】 まず、交付税で措置されているという御指摘の部分でございますが、こちらは具

体的にどの程度の内容が、どういう形で措置されているかについては、改めて精査を、中身を確認し

ていく必要があると考えております。 

 あと、報酬の改定については、人事当局が一方的に決定するのではなくて、制度にのっとって労使

協議を行っております。御質疑の令和４年10月以降ということでございますが、令和４年度について

は、改めて各市の各職種の水準などを調査の上で、情勢に適応できるように、改めて労使協議を踏ま

えて、判断していくことになろうかと考えております。以上です。 

○【重松朋宏委員】 情勢適応といいますけれども、国は全産業平均の労働者の年収が約422万円、

それに対して、民間の保育士が360万円、60万円強低いということで処遇改善を、民間にも公立にも

求めているわけです。国立市の保育士の待遇を見ますと、予算特別委員会資料№９と10を見ますと、

１種の会計年度の職員が年間フルで働けたとしても313万円。２種に至っては時給が1,080円で、年間

フルで働けても262万円程度と、３％どころかかなりの、あるいは民間の保育士平均よりもかなり低

いです。労使で決めるというんですけれども、労働者側が受け入れたからといって、市のほうで処遇

改善をしないというのはどうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○【平職員課長】 御指摘の第１種会計年度任用職員、予算特別委員会資料№９では313万というこ

とで、年収として出ております。これは労働時間が30時間というところで計算しております。これが

例えばフルタイムの計算でいくと、417万というところですので、重松委員、御指摘の全産業平均と

いうのと、おおむね近くなるというところが１点あるのかなと。 

 あと、話が前後しますけど、正規職員については、国立市においては行政職給料表第１表と、いわ

ゆる一般事務職と同じ表を使っていますので、そういう意味では高い水準にあるのかなというところ

がございます。 

 第２種の会計年度任用職員の保育士、そちらについては、重松委員、御指摘の部分もあろうかと思

います。それについても含めて、改めて情勢の適用というところも踏まえて、各種の調査をする中で、

こちらを検討していきたいと考えております。 

○【重松朋宏委員】 ぜひ早急に検討してください。第１種フルタイムでもし働けたら420万近くと

いいますけれども、フルタイムで働けないですよね。フルタイムじゃないから、会計年度任用職員に

しているわけで、フルタイムで働くんだったら正職員として任用すべきであります。特に、第２種な

んて、最低賃金かなりぎりぎりで、このところ、毎年最低賃金を下回ってしまうので、賃上げをする

ということが続いておりますので、10月までにきちんと抜本的に改定を求めたいと思います。 

 次に、同じく、予算書の23ページ、歳入の款２、項４の森林環境譲与税について伺います。森林環

境譲与税は毎年定額で600万円程度入ってきますけれども、中計財政収支の見通しによりますと、基

金の額がずっと同じで、恐らく毎年入ってきた額をそのまま事業に使ってしまっているのかと思いま
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す。歳出のところを見ますと、うち300万円は北秋田の森林整備に使っているんですけれども、考え

方として、森林環境基金に積まないということなんですけれども、貯めていって、まとまった額を例

えば公共建築物の木質化等に、まとまった額で貯めて使ったり、あるいは北秋田の森林整備に使うに

しても、例えば中野区は、中の杜プロジェクトとして、環境基金へのふるさと寄附を募っていたり、

せっかく他市での森林整備に使うんだったら、もう少しＰＲして、国立市民を巻き込んでいくような、

そういう使い道についても積極的に考えていってはと思いますが、いかがでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 基金の年間の、ここの経過については700万とかに、確かになっています。

これは、実は決算で余剰が出れば積んでいくというのは考えていますので、徐々に増えていくものと

思っています。なので、令和４年度にしても、北秋田市とのカーボンオフセットの事業のほかにも、

マタギの知恵体験ということでやっていきますと、約450万円ぐらいは支出が出る予定ですので、そ

の差額が積立てられていくだろうと。 

 木質化につきましては、おっしゃるとおり、ある程度、額が貯まってくれば対応できるところがあ

ろうかと思います。ただ、これをどこの施設に入れるかというのは、また検討が必要で、例えば五小

にはつくけど、次の学校はつかないとか、そういうのはあまりなので、どこの施設に木質化するとい

うのは１つ検討の余地があろうかと思います。 

 他自治体との連携につきましては、市民を巻き込んでというところは、確かに今のところはまだで

きていないというところがございます。これは多分、比較的近いところに区民の森とか、そういうの

があるような自治体かとは思いますので、そういった事例で、近いから行ってもらえるというのもあ

ろうかとは思います。私どもも北秋田市というところで言えば、マタギの知恵体験、子供も行っても

らっているということもありますので、全くやっていないわけではないけども、議員さんの趣旨のと

ころはできていないのかというところでございます。 

○【重松朋宏委員】 せっかくやるんだったら、もっと大きくＰＲしてやっていきましょうというこ

とです。 

 木質化に使うことについて──木質化はかなり、お金を１か所、多分何千万円とかつきますよね。

森林環境譲与税は、毎年もう定額で600万円程度ずっと入ってくるので、幾ら積むといっても、少し

ずつ積んだところで、多分ほとんどあまり足しにならないと思いますので、考え方として木質化に使

うという方針を決めるのであれば、そこにしっかりと積んでいくという見通しを持っていただければ

と思います。 

 そこで、市内、そもそも森林整備のための森林環境税で、それが森林のない国立市にも、森林環境

譲与税という形で降りてきているわけですけれども、これ、現状では、国立市内には森林というもの

がないので、市内の公園だとか緑地だとか街路中の緑化には使えないことになっています。これは国

立だけではなく、近隣の都市部の自治体、みんな、本当そうだと思うんですけれども、これは他の自

治体と連携して、地域内の森林ではないけれども緑化に充てられるように、国に求めていってはいか

がでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 御指摘の件につきましては、森林環境譲与税ができる際に、都市部の自治

体からは相当声が上がっています。その結果、覆っていないというのが実情です。 

 ですので、我々としても緑化について使えれば、より使いやすいと思っています。これから、令和

６年度から今度は課税が始まってまいりますので、そうすると使い道というのも、よりクローズアッ

プされてくるかと思います。そういった流れの中で、機会があれば緑化に使いたいとか、そういった
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ことは検討していきたいと思います。 

○【関口博委員】 款15、項２、目１、マイナンバーカードの申請に対しての歳入があるんですけれ

ども、今回、たくさん予算をつけて、マイナンバーカード申請をするための歳入という形ですけど、

これは法定受託事務であるから、こうやって収入があるからやりますというのか、その歳入について、

お聞きしたいです。 

○【吉野市民課長】 当事業は、個人番号カードの交付事務費補助金の対象とはなるんですけれども、

政府のデジタルガバメント実行計画に沿って、また、行財政健全化プランでも、マイナンバーカード

の利活用による市民サービスの向上を取組として入れているものでございます。さらに感染症対策を

踏まえた手続の簡素化、迅速化の促進にもつながるものと考えておりますために、この観点から当事

業を実施しようとしているものでございます。以上です。 

○【関口博委員】 法定受託事務なのか、自治事務なのかということはどうなんですか。 

○【吉野市民課長】 番号の生成と、市で行う通知・交付に関する事務は法定受託事務とマイナンバ

ー法に明記されていますけれども、申請に関する事務は明記がございません。しかし、同法で、申請

により個人番号カードを交付するとございますように、交付は申請に基づいて行うものということに

なっておりますので、法定受託事務に準じた事務と言えるのではないかと思っております。以上です。 

○【関口博委員】 確認してくださいとは言っておいたんだけども、マイナンバーカードの申請に基

づいてやる、それで補助金があるから、国から補助金があるから、今のうちにやっておこうという考

え方が見えるんです。歳入に関しては、そういうところが見えるかと思います。 

 もう１つ、重松委員がやる予定であったかと思うんですけれども、歳入の款21、項１、目４のごみ

の歳入に関してなんですけれども、同委員が調べたところによると、収入というか、ごみ袋の料金が

今は一定ですけれども、これは下げても、ごみ減量の水準が変わらないという結果が出ているという

報告があるんですけれども、歳入として、ごみ袋の料金を下げるということは、市民負担を軽減させ

ようという考え方、そういうのはないんでしょうか。 

○【黒澤生活環境部長】 これ、山谷会長の本を私もお読みしました。これは要するに、下げるとど

うしてもリバウンドで戻るんじゃないかと、それは先入観であるということは分かったんですけれど

も、一方、10市のうち３市は増えてしまっているといった結果もございます。また、これは市民負担

のほうは確かにそうなんですが、市の財政面からしますと、歳入が大きく減ることになりますので、

現状はまだ考えていないところでございます。以上です。 

○【関口博委員】 ごみの有料化は、ごみ減量を目的とするということで、財政のためにやるんじゃ

ないというのをさんざん言ってきて有料化というのを始めたと思うんです。今の答弁だと財政、市の

歳入のところを、ある意味、支えているというのがあるという認識で今、答弁されたんでしょうか。 

○【黒澤生活環境部長】 ２点申し上げたんですけども、１点は値下げした10市のうち、３市は増え

てしまっているところがありますということが１点。ですから、必ず下がるわけではないということ

があります。 

 もう一点は、今、御指摘のとおり、これは財政面のことも当然、急に歳入が減ってしまうというこ

とは、市の財政運営上、様々課題がございますので、今ここでそのようにいたしますといったことは

申し上げられないといったことでございます。 

○【関口博委員】 今すぐに下げなさいと言っているわけじゃなくて、当初からずっと言っていたの

はごみ減量ですと。有料化はごみ減量ですということで有料化をして、皆さんに協力してもらうとい
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うことだったと思うので、だから、今すぐ値下げしなさいという話じゃなくて、これは下げるという

ことも検討してくださいということを言っているんです。 

 今、10市のうち３市はリバウンドしてしまったと。だけど、10市のうち７市は減っているか、水準

が変わらないんです。70％の市が成功しているということであれば、市民の負担を軽減するという意

味では、ごみ袋料金を引き下げるということを考える。あるいは──ということを検討するべきじゃ

ないかと思うんですけれども、どうですか。 

○【黒澤生活環境部長】 これは始まって、まだ有料化してから、ほかの市に比べてまだ年月も浅い

ことですので、現状はまだ考えていないといったことでございます。 

○【関口博委員】 現状は考えていないということだから、もう少し検討する余地があるということ

であると認識しました。 

 先ほどの部長の説明の中で、大綱になるのかもしれないですけども、歳入の款４の配当割交付金に

ついて、19.8％増になったと。款５の株式等譲渡所得割交付金については、18.9％減になったと。こ

れ、なんか矛盾していないかと思ったんですけれども、これはどのように説明ができるんでしょうか。

分かりますか。 

○【簑島政策経営課長】 こちらは前年度の交付金で、かなり見込みが難しいというのは前提として

ございますが、配当割交付金につきましては、確かに景気の回復を見込んで少し配当が増えるだろう、

企業の配当が増えるだろうということで増を見込んでいます。株式譲渡等所得割交付金につきまして

は、同様に日経平均株価の見込みが、少し上回っていますというところがありつつ、令和３年度の市

の当初予算が少し高く見過ぎたというところも、要素もございまして、その差引きの中で、予算とし

ては減になっているといったところでございます。 

○【関口博委員】 ということは、前年の見積りが少し多かったので、今回低くしたということなの

かと、今の答弁だと思うんですけれども、通常考えると、これは両方とも上がる、両方とも下がると

いうのが普通かと思います。 

 もう１つ、教えてほしいというか、軽自動車税についてなんですけれども、これは7.7％増になっ

ているという説明がありました。軽自動車税が増えるということは、景気の状態の中で軽自動車が増

えるだろうという判断があったのかというのが１つと、それから、たばこ税について、これも増にな

っているんです。5.8％増。この辺の見通しというか、何でこれを増にしているのかというのは分か

りますか。 

○【波多野課税課長】 軽自動車税の令和３年度の決算見込みを見ますと、当初の想定よりも登録台

数が増加したため、予算額を1.6％程度上回る試算をしておりまして、その増加率を参考に、令和４

年度も登録台数が約１％程度は増加するのではないかということで見込みました。 

 また、市たばこ税につきましては、同様に３年度の決算につきまして、販売本数は緩やかに減少し

ているんです。ただ、令和３年10月にたばこ１本当たりの税額が、料金改定がありまして、その分が

主な要因でありまして、令和４年度については、その増も見込んで増額という積算になっております。

以上です。 

○【青木淳子委員長】 ここで、休憩に入ります。 

午後２時２分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後２時１９分再開 
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○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 では、お願いします。 

 まず、市税の全般というか、市税の歳入がコロナの影響を受けたかどうか、これは前の委員も御答

弁ありましたけれども、もう一度確認でお伺いしたいと思います。 

○【波多野課税課長】 まず、法人市民税の令和３年度の当初予算、先ほど申しましたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大による景気減速のほか、また、税率の改正の影響を見込んでおりましたので、

新型コロナウイルス関連がありましたので、かなり大幅な減額という形での予算積算となっておりま

す。新型コロナウイルス感染症関連で、大きく影響を受けた業界としましては、恐らく宿泊業や旅行

業などと想定されまして、本市におきましては、これらの業界が私どもの税収に占める割合が低いこ

とから影響が少なかったのではないかと見ておりまして、令和３年度の決算は想定よりも減収となら

ない見込みで、影響は限定的であったと見ております。 

 そこで、令和４年度におきましては、令和３年度の決算見込みをベースとして積算いたしたところ

です。 

○【遠藤直弘委員】 予算を組む上でも、前年のものを見ながら、それをベースに立てたということ

が分かりました。 

 個人のほうでも、前の委員の答弁ではほぼなかったということでしたが、それで間違いないか。 

○【波多野課税課長】 令和３年度、個人市民税の当初予算積算時には新型コロナウイルス感染症拡

大の景気減速が予想されましたので、過去に大きな景気減速を引き受けましたリーマンショック時の

状況を参考として予算を積算して、予算を立てたところでございます。先ほども申し上げましたが、

企業所得も令和３年３月から、平均賃金が令和２年度に比べて増加しておりまして、予算積算時にお

きましても、前年比で増となっておりました。こうした状況を踏まえまして、令和３年度決算見込み

をベースに、令和４年度においても、給与所得は増加すると見込みまして、8,000万から9,000万程度

の増収を見込み、令和４年度のほうの予算を立てたところでございます。 

○【遠藤直弘委員】 国立市においては、恐らくミクロの中では、個々を見ると苦労されている方も

いたけれども、市の中、全体を見ると、そこまでの影響を受けていなかったという捉え方で間違いな

いですか。 

○【簑島政策経営課長】 委員のおっしゃられるとおり、かなり苦労されている方はいらっしゃると

思います。特に、ここで言われているのが非正規の方、女性の方と報道されていますので、もともと

所得の低いような方というのは苦労されているんだろうと。税というところで見ますと、そういう方

の税収の額はもともとパイが小さかったところがあったのだろうかと。全体として高いところが増え

ているので、税収としては、全般としては増えているように見えるのではないかと推測しております。 

○【遠藤直弘委員】 分かりました。しっかりとセーフティネットを張らなければいけない人たちが

増えていると。なんですけれども、高い層の方たちが思いのほか伸びているというところで、そこを

補っているという捉え方だということが分かりました。 

 それと、24ページの款10、新型コロナウイルス感染症対策地方徴税減収補てん特別交付金について、

これはどういうものなのか、今回はゼロなんですけども、どういうものなのか教えてもらえますか。 

○【簑島政策経営課長】 こちらは令和３年度の固定資産税の特例措置としまして、売上げが減少し

ました中小企業の償却資産ですとか事業用家屋、こちらに係る固定資産税の軽減措置というのが実施
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されておりました。こちらが令和３年度限りということで、国から特別交付金で補槇されていたんで

すが、４年度は固定資産税のほうが戻りますので、この交付金のほうもゼロになったということでご

ざいます。 

○【遠藤直弘委員】 では、逆にそういった、もしかしたら困っているかもしれない事業者の方とか、

そういう声というのは、聞こえてきたものを、今度、また市としてどうにかしなければいけないとか、

そういう議論は予算措置の中でなかったですか。 

○【簑島政策経営課長】 ３年度の特例措置がなくなることに対して、何か市から補槇をするという

ところまでは議論しておりません。 

○【遠藤直弘委員】 何か市民の中から、これが困るんだとかそういう話というのはあまり聞こえて

こないですか、予算を組む上で。 

○【簑島政策経営課長】 予算、歳入を組み立てる中では、我々の予算編成の過程の中ではなかった

と思います。 

○【遠藤直弘委員】 また、走り始めたらということがあるかもしれませんので、ぜひ聞く耳を持っ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それと同じページの中で、使用料とか手数料についてなんですけれども、特に使用料のほうですか、

コロナがあってから、今回の予算を組む上で市民が動きづらくなっている状況があるんですけども、

そういうものも加味して予算措置されているのかどうか、お伺いします。 

○【三澤まちの振興課長】 使用料ということで、施設の使用料がどうなっているかという点で答弁

申し上げたいと思います。 

 例えば市民プラザでいきますと、コロナ前の大体８割ぐらいの予算として360万で組みました。利

用実態として、どうなっているんだということに関しては、令和２年度はコロナ前の大体６割ぐらい

の利用率に下がりました。というのも、４、５月に全く閉めてしまったとか、あるいは令和２年の年

末、非常に感染が高まったのが御記憶あられると思うんですけれども、そのときも利用が前年の３割

ぐらいまで落ち込んだということがありました。 

 令和３年度どうだったかという件に関して言いますと、大体コロナ前の７割から８割ぐらいまでの

利用実態として回復を見せているということありまして、そういった面で、今回、プラザに関しては

360万という数字を積算した──８割程度というところですか。おおむね、まちの振興課で所管する

施設に関しては、同様の傾向かと考えております。以上です。 

○【遠藤直弘委員】 体育館とかあれば、もしも──いや、呼ぶんだったら大丈夫です。それでは、

傾向的には同じですかね。 

○【青木淳子委員長】 説明員が入りますので。 

○【遠藤直弘委員】 すみません、申し訳ないです。 

○【井田生涯学習課長】 厳密に言いますと、体育館などの財団施設は、ここで言うところの手数料

ではないんですけれども、お答えさせていただきますと、コロナ前が３館で5,300万ほど利用料収入

があったものに対しまして、令和２年度は3,600万ほど、令和３年度につきましては、２月末時点で

4,100万ほどとなっているところで、少し戻ってきている状況ではございます。以上でございます。 

○【遠藤直弘委員】 すみません。ありがとうございました。突然の指名で申し訳なかったんですけ

ども、私が気にしていたのは、市民が健全な心の中で、そういったものを払っていただきながら市民

活動をしているかどうかというのがすごく気になっていました。予算の中で聞こうということで、こ
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のような聞き方になってしまって申し訳なかったんですけども、その部分では少しずつ戻りつつある

ということが聞けたので安心しました。私からは以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 それでは、令和４年度予算書、21ページ、純固定資産税について質疑させて

いただきます。 

 令和３年度の特例措置が土地の一部を除いて終了することから、全体としては、増額となると見込

んでいるということが先ほどの答弁から分かりました。令和４年度限りの特例措置による価格上昇の

抑制などによる減、土地はほぼそういうことを受けて横ばいであるということが分かりました。また、

償却資産は減価償却による減を見込んだとしても、令和３年度における特例措置の終了により、増に

なるということも分かりました。 

 それでは、家屋が、新増築により、新しく建てる、また増築により、令和３年度当初予算と比べる

と増えている、増となっているということですけれども、家屋に関して、もう少し詳しく教えていた

だきたいと思います。 

○【波多野課税課長】 家屋につきましては評価というものがございまして、令和３年度中に完成し

ました家屋のうち、歳入見込みの予算を立てたとき、大体令和３年12月頃までなんですが、そのとき

までに評価が完了しているものには実際の評価額を見込んでおります。また、それ以降につきまして

は、今後、まだ評価を続けていくんですが、評価済みの家屋の平均平米あたりを評価額としまして、

木造などは用途別と、非木造は構造別など、いろいろと算出の根拠があるんです。それに登記上の床

面積など税率を掛けて相当額を出しまして、そういったものを踏まえて予算積算しております。 

 また、大きな共同住宅や倉庫、事業所などのそういったものの積算も入っておりますので、新築に

よる増が大きく見込まれております。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。評価したもの、これから評価していくもの、また、

今、情報として入ってきているものなども加味した上で予算を立てたということでございます。 

 そうしますと、新築または増築の増という現象があるということに関しまして、国立市としては、

そのような状況をどのように捉えているかを教えてください。 

○【簑島政策経営課長】 新築ですとか増築があるということについて言えば、それは国立市の中で

新しくそういったことを、事業なら事業、それから住みたいなら住みたいと来て、されているところ

のあかしだろうかと思いますので、そういった面ではいい傾向なんだろうと捉えております。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。私も本当にそのとおりだと思うんです。地域を歩い

ておりまして、私も中ですけれども、中・西・東を歩いていましても、新しいようなおうちを、この

頃本当に新築しているところが多いとつくづく感じております。 

 歳入の増ということを考えたときに、国立市の場合、市税が歳入全体の46％を占めているというこ

とが非常に重要になってくると思います。今後も、いろいろな面で選ばれるまち国立としての施策、

政策を行っていかなければならないと思うんですけれど、その辺のところはどのように考えていらっ

しゃいますか。 

○【簑島政策経営課長】 これは今までと同様の考えでございまして、三本柱、次世代の育成と安

心・安全と国立ブランドということで掲げてやってまいりました。特に人は、住居を選んでもらえる

という意味では、住環境がいいんだろうというところで、そこを伸ばしていきたい。それから、都市

の基盤というところ、そういったところもしっかりとつくりながら魅力あるまち、あと、国立駅のほ

うも駅舎もできましたし、ますます発展していくと、それから南部も今、本田家も再築して、復元し
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ていますから、そういうものを含めまして、全体で魅力あるまちというのは引き続き、目指していき

たいというところでございます。 

○【髙柳貴美代委員】 住環境のよさ、ある意味、国立ブランドにとても引きつけられてくださって、

多くの方がお越しいただいていると考えます。そういったことを考えたときに、まちづくりとして、

国立市は今後、どのようなことを考えながら政策を進めていくかというのを、永見市長のお考えを伺

いたい。 

○【永見市長】 大きな課題だと思います。要するに、国立は何を売りにしているかというと、ソー

シャルインクルージョンを基にして、差別がない、分け隔てがないまちを、まず前提につくっていく。

その上で、安心で安全なまちであるということが次の課題。その上に、付加価値がついたまちである。

それはどういうことかと言えば、良好な景観がある、個店が輝いている、そして、緑豊かな、しかも

それは大規模な公園があるわけではないんですけれども、個人個人のお宅が緑豊かで、そして、街区

が整理されている。そういった全体としての住みよさ、こういったものが１つの付加価値として積み

上がっていく。こんなまちをつくり上げていかなければいけないと。 

 あとは、地域の多様性を尊重していかなきゃいけない。南武線から南側、様々な課題はありますが、

水田があり、畑があり、水があり、緑があり、ハケがありと、こういう特性、こういうものを生かし

ながら良好な住環境と調和するまちをつくっていかなければいけない。富士見台はまさにリニューア

ルの時代に差しかかってきています。そういう意味では、ここが再び活性化していく、こういう多世

代が住めるまちをつくっていく。そして、国立駅前は市の中心部でございますけれども、それにふさ

わしい景観とにぎわいと、そして文化が薫る、こういったまちを北地域と含めてつくっていく、そん

なことを総合的に進めることによって、国立は持続可能なまちになっていくと、こんなふうに考えて

おります。 

○【髙柳貴美代委員】 私も市長のおっしゃったとおり、そのとおり私も思っております。 

 不動産のチラシなどを見ましても、実際の住所は国分寺市であっても府中市であっても、国立とい

うことをうたうことによって、多くの方々が入ってきているという現状もございます。もう明らかに

国立に住んでみたいという方がたくさんおられることは、本当重々承知しております。今、市長がお

っしゃった一言一言、本当に大切なことだと思いますので、今後もそのような国立市をつくっていっ

ていただきたいと、お願いしたいと思います。 

 次の質疑をさせていただきます。予算書33ページ、22番で書いてあります、子供・長寿・居場所区

市町村包括補助事業補助金という補助金がございます。この内容を教えてください。 

○【清水施策推進担当課長】 御質疑いただきました、子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補

助金は、矢川プラスの建築工事も含む幼児教育推進事業についての補助となります。 

 東京都が令和元年12月に、総合計画として「未来の東京」戦略というのを発表しておりまして、そ

の核として、３つのＣ、日本語が混じるんですが、チルドレン・長寿・コミュニティー、子育て・高

齢者・居場所、この３つが核になるんだということで、これら３つを推進して、子供が笑顔で子育て

が楽しいと思える社会、誰もが心豊かに自分らしく暮らせる長寿社会、誰もが求める居場所につなが

ることができる社会、この実現に取り組む事業について補助しますというものです。 

 通常、事業規模が1,000万ぐらいまでものに対して補助を出すというものなんですが、通常の既存

の補助事業の対象範囲を大きく超えた分野横断的な取組であるということが認められた場合、事業効

果であるとか複数分野に波及するという先駆的な取組が対象となります。そういった部分で、今回は
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矢川プラスを核とした幼児教育推進事業、これについて、東京都も非常に関心を強く示していただき

まして、採択されたものになります。 

 補助額は、令和３年度と４年度に各5,000万円、令和５年度には完成をしますので、1,000万円最大

つきまして、３か年で１億1,000万円の補助を頂けることとなっております。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 １億1,000万という補助金は、非常に大きな補助金だと思います。今、伺っ

たところによりますと、本当に内容が矢川プラスの趣旨にぴったり合っているということでございま

す。子供と長寿と、そして居場所づくりということを、３つを兼ね備えている。 

 これは職員さんのほうで見つけられて、こういう補助金があるということを見つけられたのですか。

それとも東京都のほうから打診があったのですか。 

○【清水施策推進担当課長】 最初は政策経営課のほうに、東京都のほうから紹介、いろいろな補助

事業が勧められる中で、政策経営課のほうから矢川プラスの事業に当てはまるんじゃないかという御

案内を頂きまして、かなり東京都としても肝入りの補助事業のようで、何回もオンラインとかでの会

議なんかも重ねながら、説明会なんかもありながら、事業をこちらからも出させていただくような形

となりました。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。職員の方々も日頃、毎年毎年申し上げていますが、

補助金に関して、高く広くアンテナを張って見つけてもらいたいということも申し上げていますが、

そういう意味でも、このような補助金を見つけてくださったということと、また、東京都のほうも肝

入りということで、東京都のほうも非常に注目してくださって、だからこそ１億1,000万という補助

金を出すのだということは、国立市にとっても非常にこれは大きなことだと思います。本当に日頃の

努力に感謝申し上げます。 

 このようなことを、自信を持っていただいて、永見市長の子供に対する思いが矢川プラスにしっか

りと反映されて、また、先ほどから申し上げているような固定資産税に関しましても、そういう子育

てしやすいまちに住んでみたいんだという、さらなる国立ブランドの向上を目指して、これからも努

力していただきたいと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○【石井伸之委員】 それでは、歳入増に向けた取組ということで、毎回聞いて恐縮なんですが、ネ

ーミングライツについての現在の取組状況をお聞かせください。 

○【古川教育施設担当課長】 ネーミングライツについての御質疑でございます。 

 今まで事業者提案制度等で既存施設に関して、ネーミングライツを募集してきたという経過がござ

いまして、なかなか既存施設に関して、場所ですとか金額のところで難しかったというところが過去

にあったかと思います。 

 今後、市内で新しい施設が幾つか建っていくことになりますので、そういったところで考えていき

たいと思っておりますけども、例えば矢川プラスに関しては、単純に施設名だけじゃなくて、例えば

屋外の広場ですとかホール、こういった個別のところにもネーミングライツということを考えていき

たいと思っております。ネーミングライツ自体は、企業がこの施設に広告を出す価値があるかどうか

ということが重要かと思っていますので、実施に当たっては柔軟に考えていきたいと考えております。 

 それから、また駅前についても、例えば東西広場ですとか子育て支援施設、こういった新しい施設

がオープンされていきます。この中で、ネーミングライツも含めて、市民の方々から愛称を受けるで

すとか、いろいろな名称の付け方、こういったこともネーミングライツの１つの選択肢の中で考えて
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いきたいと思っております。以上です。 

○【石井伸之委員】 明確に矢川プラスで実施をしていくということ、そして駅前の広場等、実現に

向けてお願いを致します。 

 そこで、立川市を見ると、リスルホール等でも、もう既に実施しているように、また、現在、立川

市のホームページを見ますと、立川市錦町庭球場、また、立川市錦町フットサル場ということで、年

額50万円以上、また、立川市泉町庭球場ということで年額50万以上、そして応募期間ということで、

令和４年３月16日から24日までという形で、募集要項を既にホームページでアップしています。そう

いったところで、国立市として、こういった募集要項等は作成されていますでしょうか。 

○【古川資産活用担当課長】 先ほど例で申し上げた２つの施設に関しても、これからどのような形

でやっていくかという段階にありますので、募集要項については、今後、具体的に煮詰まった段階で

出していくことになろうかと思います。 

○【石井伸之委員】 ぜひ他市の事例を踏まえた中で、募集要項作成に向けて、まずは努力をお願い

いたします。 

 そして、続きまして、２月下旬に登録数1,000人を突破いたしました、ユーチューブ国立市チャン

ネルの収益化について、この点についていかがお考えでしょうか。 

○【加藤秘書広報担当課長】 収益化の条件である、チャンネル登録者数1,000人を先月、２月21日

に突破しまして、現在、収益化に向けて手続を行っているところです。 

 視聴回数に関しましても、2020年、令和２年の１年間で約４万4,000回だったものが、2021年、令

和３年は１年間で14万回と、約３倍に増えていることもありますので、収益化を行った後、今後も引

き続き、視聴回数──たくさんの方に見ていただけるように、今後も庁内の各部署と連携して、動画

での情報発信を積極的に行っていきたいと考えています。以上です。 

○【石井伸之委員】 加藤課長、また、宮崎部長におかれましては、大変な努力を頂きまして、あり

がとうございます。特に、この件に関しては、まさに市民の方々の負担にならない歳入増ですので、

また今後とも、こういった様々な動画をアップしていただくことによって、視聴者数を増やすための

努力をお願いいたします。 

 続きまして、少し小さなところですが、公園への自動販売機設置、この辺り、いかがお考えでしょ

うか。 

○【鈴木環境政策課長】 答弁申し上げます。 

 公園の自動販売機につきましては、2024年２月に開催されました公共施設マネジメント推進本部会

議におきまして、事業者提案を検討した結果、災害救援ベンダー機能を有する自動販売機の設置が認

定されて、谷保第３公園と矢川上公園に自動販売機が設置されたという経緯がございます。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。ぜひとも、様々な公園での設置、また、取組のほう、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、くにたち未来寄附ですが、令和４年度の予測として、ふるさと納税における国立市の

歳入減少額と歳入増加額、また、差引き額、教えてください。 

○【簑島政策経営課長】 今ある数字としましては、令和３年度の決算見込みというところで数字が

あるのでお答えさせていただきます。 

 ふるさと納税の市の寄附、収入額のほうですが、こちらは見込みで9,497万2,000円。それから、今

度、控除額ですが、出ていくほうです。２億8,388万6,000円、差引きいたしますと、１億8,891万
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4,000円が流出しているといったところでございます。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。これは都市部では仕方ないところなんですが、1.8億

円ほど流出をしているというところで、それでも、国立市として差額を埋めるために、くにたち未来

寄附増額に向けて努力をされております。そういった努力、または検討状況をお聞かせください。 

○【簑島政策経営課長】 これまでも、担当のほうで様々、返礼品をいろいろ見つけてきて、いろい

ろ出してきました。現時点、令和２年度と３年度で大体同程度になっていまして、9,000万円ちょっ

とというのが、今の寄附の状況でございます。返礼品が魅力のあるものをそろえるというのが一番効

果的ではあるんですが、このところは努力をしてきているところです。 

 小さな取組になりますけれども、ここでできました、クニビズのほうから、売上げ向上の１つの手

段と併せて、ふるさと納税で活用できないかという御相談も受けておりまして、こちらはチラシを作

成させていただいて、事業者さんにお配りいただいている状況です。これから、もし御希望があれば、

市内の商品ということで載せられる可能性もありますから、双方、我々も税収増になりますし、事業

者さんとしてもＰＲになると思いますので、こういった御提案を頂いておりますので、少し進めてい

きたいというのが現状でございます。 

 あと、控除額を減らすというところについても、場合によってはお願いというのも考えなきゃいけ

ないのかとか、そういったことも思っているところでございます。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。クニビズとも連携する中で、新たな歳入増に向けて、

努力をお願いいたします。 

 そこで、二小の建て替えなんですが、総工費約30億円のところ、文部科学省より約3.5億円しか補

助金が入らないということから、くにたち未来寄附の項目、この中に、国立市立小中学校の魅力ある

学校づくりのためにと書かれておりますが、それよりも旧本田家や、また、旧国立駅舎と同様の扱い

として、例えば、創立70周年を迎えた国立日商建て替え工事に向けてというように、もう少し具体的

な項目を入れて、全世界に居住する第二小学校卒業生や関係者より貴重な寄附を頂くための手法、ど

のようにお考えでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 二小の建て替えに向けての寄附ということかと思います。今現在、ふ

るさと納税のメニューとして、学校ごとの寄附のメニューというのがあると考えておりますけれども、

委員御指摘いただいておりますように、効果的なアナウンスをどのようにしていくかということが重

要なのかと思っています。 

 今現在、具体的にこのような形でというところを申し上げられる部分はないんですけれども、おっ

しゃっておられますように、今後、学校の建て替えは続いていくところもございますので、効果的に

寄附を集められるようなアナウンスの仕組み、こういったものを検討していきたいと考えております。

以上です。 

○【石井伸之委員】 課長御答弁いただきまして、ありがとうございます。どうしても国立市内小中

学校の魅力ある学校づくりというと、市内全体にぼやけてしまうんです。ただ、それを国立二小の建

て替え工事に向けて、しかも創立70周年という節目の時といったことを全世界に発信していただくこ

とによって、二小の卒業生の方々、また、関係者の方々、そういった方々の思いにも伝わると思いま

すので、そういった形でのアプローチをお願いいたします。 

 あと、もう１つ、これは意見にもなってしまうところなんですけれども、ふるさと納税、意外と体

験型のふるさと納税ということも、今、新たに魅力あるものとしてピックアップをされております。
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くにたちはたけんぼのところ、ソールドアウトになっているというところもありますので、もしかす

ると、こういったものも魅力あるものとして、今後とも検討いただきますようお願いを致します。以

上です。 

○【青木淳子委員長】 委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午後２時４９分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後２時５１分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 そうしましたら、私からは予算書の38ページ、または39ページ、款21諸収入の

項１延滞金、加算金及び過料、そこの延滞金のところを伺いたいと思います。 

 この部分、まず、予算書の数字的なところを伺いたいんですが、昨年度と比較しまして、増減220

万2,000円減となっておりますけれども、その要因等はどうなっているんでしょうか、伺います。 

○【毛利収納課長】 こちらは、前年のところから算出をしておりまして、特段税の間を──先ほど

も課税課長の他の委員への答弁がございましたが、コロナの影響でどうなっているということなく、

これは年によってかなり増減がございます。そういったところで、対前年比というところで、前年の

決算ベースでの予算額というところでございます。以上です。 

○【柏木洋志委員】 決算ベースの計算で、来年度予算については、こうなるであろうという計算し

た結果で、この増減と今の金額であるということかと思います。もう１つ伺いたいのは、納税率では

なくて滞納された方の分であるとか、そこの解消率と言っていいのか分からないんですけれども、そ

この解消が、例えばどの程度、解消に向けてなっているのか。この間、毎年度、質疑させていただい

ておりますが、毎回答弁のところでは、解消に向けて結構なパーセンテージを保っているというとこ

ろが、今回分からなかったので、その状況であるとか、また今後の取組であるとかというところを伺

えればと思うんですが、いかがでしょう。 

○【毛利収納課長】 こちら滞納繰越分のところかと思うんですけれども、滞納繰越分につきまして

は、年々減少傾向を、現年分との比較においては減少傾向でございますが、額については、ここ数年

では、税額そのものが拡大しているということもございまして、若干、増加傾向を見ているところで

ございます。というところで、こちらは予算の積算が前年の10月時点の調定額に見込みの徴収率を積

算しまして、乗じた額を計上している関係で──こちらは前年、令和２年度にコロナの影響による徴

収猶予の特例制度というのがございました。そこで、猶予した方というのは自動的に、令和３年度に

は滞納繰越分となりますので、それがそっくり滞納繰越分として、令和４年度予算に計上されてまい

りますので、そういった関係で上がっているという仕組みもございます。以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 そうしましたら、現年度分については減少傾向で、調定金額等を積算するとこ

ろで、令和２年度はコロナ関連の徴収猶予のところで、幾らかは影響が出ているということです。分

かりました。 

 そうしましたら、滞納と関係あるところなんですけれども、予算特別委員会資料№29及び30、これ

は国保の資料になるんですが、差押えの辺りを聞きたいと思います。国保に限らずというところで伺

いますが、ここら辺の国保に限らず差押えの対応、または滞納処分の対応というところで、無理な対

応はしないでほしいと、毎回毎回、質疑させていただいております。この間、件数については資料に、
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国保の関係は書いておりますが、どのような対応を行ってきたのか、また、今後どのようにしていく

のか、伺います。 

○【毛利収納課長】 委員御指摘の滞納者さんへの対応、厳しく取立てをし過ぎていないかというと

ころかと存じますけれども、こちらは例年繰り返しの答弁をさせていただいておりますけれども、そ

の方その方による御事情が、様々おありかと思います。その方に応じて真摯に向き合いまして、お相

手の方の立場に立って、個々別々の事情を聴き取りまして、酌み取りまして、必要に応じて、ふくふ

く窓口等の福祉部門との連携を図りながら、丁寧な対応を心がけてまいっておりますし、今後ともそ

のような対応を取るつもりでございます。以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 その点は本当に丁寧な対応をしていっていただいているというところは、本当

にありがとうございます。今後もぜひ丁寧な対応をしていただきたいとは思いますし、むしろ支部局

のほうも無理な対応はしないとなっていますので、ぜひ今後とも続けてほしいと思います。 

 そこの対応のところについて、一つ詳しく伺いたいと思っているんですが、相談に乗って個別ケー

スであるということではあると思います。他の窓口につないでということも、いろいろな制度を使っ

てということでしょうけど、ということです。徴収というところの観点については、例えば滞納して

いる分の分割であるとか、要するに納税猶予と言っていいのかあれなんですけれども、ということで

基本的に対応していっていただいていると思うんです。一応そこを確認したいと思うんですけども、

基本的に、もう直で差押えとかをやらないで納税猶予とかを含めて対応しているということでよろし

いでしょうか。 

○【毛利収納課長】 基本的には委員のおっしゃって、お考えいただいているとおりかと思います。

その方、その方の御事情、資力、お持ちの財産とか就労の状況、御家族の状況、それに応じて御負担

をお願いしていると。分割にも条件に応じて、こちらも受け入れているというところでございます。

以上です。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。その点については、ぜひ今後とも続けていっていただ

きたいと思いますし、無理な徴収はそもそもしないと思いますので、ぜひよろしくお願いしますとい

うことでさせていただきたいと思います。 

 そして、もう１つ、数字的なところで伺いたいのが、そこの延滞金のところで増減、そのようにあ

ったということなんですが、これは、その他市民税と個人市民税、細かく説明のところでは書いてお

りますけれども、両方、令和２年度のコロナの影響であるとか、もろもろ積算のところのベースがと

いう話がありましたが、個人市民税、あとその他市民税のところ両方、そのような考え方ということ

でよろしいでしょうか。多分両方、影響があったかと思うんですけれども。 

○【毛利収納課長】 そうですね。どちらについても同じ状況でございます。以上です。 

○【柏木洋志委員】 分かりました。 

 では、もう改めて、重ね重ねになりますが、今後もぜひ住民の立場に立って、住民と相談しながら

個別ケースの対応と、あと無理なくやっていくということを念頭に入れて、ぜひやっていただきたい

と思います。私からは以上です。 

○【高原幸雄委員】 先ほども出ていましたけども、固定資産税の問題について質疑通告をしており

ますけども、昨年度の措置は特例措置として、見直しの年度なんだけれども、見直しをしないで、そ

れまでの継続をするという措置が取られたわけですけど、今年度については、それが外れるわけです

けど、この金額は、そうすると令和３年度の金額とほぼ同じぐらいになるということで、よろしいで
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すか。 

○【波多野課税課長】 土地に関します、令和３年度の宅地等、及び農地の負担調整の継続、令和３

年から５年度まで、現行の負担調整の措置を継続するということと、また、評価替えにより、土地が

上がったところ、そちらは令和３年度に限り、負担調整措置により、なったところは、基本的には前

年度の税額に据え置くという措置がなくなりまして、そちらが解除されたことによりまして、いわゆ

るコロナの特例の一環として、国の税制改正によるもの、そちらがなくなったことによりまして、そ

ちらは戻るという形にはなってきます。 

 ただ、先ほども申しました、住宅等が新築されますと、非住宅用地だったところなどが住宅用地に

なります。そうすると軽減されるんです。下がるということになるんですが、そういったことも差し

引きますと、恐らく横ばいであろうと、そういう形で積算をしたということでございます。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、土地と家屋の課税標準額がここに示されているんですけども、こ

れはそうすると、評価額についてはどんなふうに推移するんですか。特にそのことは加味されないん

ですか。土地の評価なり家屋の評価というのがありますよね。それがどのように変わってきているの

かという点では、何も変化ないんですか。 

○【波多野課税課長】 評価替えという年度、令和３年度が評価替えだったんですけど、土地につい

ては、基本的には通常であれば上昇すると。家屋につきましては評価替えを行うと減になる、落ちて

いく、下がることになります。なりますので、基本的には増減をどう見るかによって積算をしていく

んですけども、その年を。通常であれば、上がった土地のほうの上昇が高くなるので、家屋の減は減

ってきます。また、先ほど言いました新増築等による、新しく住まわれた、家が増えたことによる増

がございますので、固定資産税全体としては増になる。御質疑のある土地については、横ばいという

形で見ております。 

○【高原幸雄委員】 分かりました。そういう点で、ここに言われているような税率そのものも変わ

るわけじゃないですね。それは先ほど他の委員の質疑でも、市長のほうからどういうまちづくりで評

価を、国立におけるまちづくりを進めるのかというので話がありましたけども、ぜひ固定資産税は、

そういう意味では、市の財政の根幹をなす税制の１つになるわけですから、そういう点では十分、今

後、徴収率もここにかなり高い徴収率で、99.65％という数字が示されておりますけども、ぜひ今後、

本当に住みよいまちづくりを進めるという点では、一層の努力をしてもらいたいと思います。 

 それでは、次の質疑で、29ページの衛生費、国庫補助金のことなんですけども、４番のところに、

二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金、あまり大きな額じゃないですけど、900万円が組まれており

ます。これは国の補助金ですけど、市の施策としては、どのようにリンクしていくのかということが、

市として、どういう事業計画を持っているのかということになるわけです。これは使い道としては、

どういう方向で活用されるんでしょうか。 

○【鈴木環境政策課長】 今御質疑いただきました、二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金でござい

ますけれども、これは環境省の支援事業でございます、地域の脱炭素実現に向けた再エネの最大限導

入のための計画づくりの支援のための補助事業として、メニュー化されておるものを活用するもので

ございまして、国立市では、国立市域全体でどれくらい、どのように再生可能エネルギーを導入でき

るか、また、地域内の再生可能エネルギーのポテンシャルを調査して、2050年のゼロカーボンシティ

ーに向けたロードマップ、再生可能エネルギーの導入目標を設定する、目標を策定する事業を来年度

実施いたしますので、それに対して、４分の３の補助を受ける補助金となっておるところでございま
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す。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、2050年ゼロカーボンの目標に向けて、具体的に市として施策を展

開していくと、こうなるんですけども、そういう意味では、事業としては、特別何か大きな事業はな

い、市民生活の中で具体的にはどういうことが対象になりますか、計画としては。 

○【鈴木環境政策課長】 市民向けの補助事業等は別途、事前のほうで組ませていただいておるとこ

ろでございますが、この事業に関しましては、2050年に向けたロードマップの策定、計画の策定に向

けた支援事業ということでございまして、市域の基礎情報の収集、分析ですとか、温室効果ガスの排

出量の削減パターンを複数作成して、どういった形で取り組めるかというところを策定していくこと

になるところでございます。 

○【高原幸雄委員】 ぜひ、その際に、2050年の数値目標というのは、ゼロカーボンということで、

ＣＯＰ26の中でも、かなり二酸化炭素の排出量の削減ということが中心課題になって、議論されてき

ているわけですけど、どうも国の政策がまだまだそのレベルに追いついていないという感を、私自身

は持っているんです。その際に、国立市も積極的に、こういう補助金も活用して、令和４年度の場合

は計画立案ということなんでしょうけども、この計画をつくっていく際には、年次目標というのは入

っていくんですか、当然。そこまで考えていないですか。 

○【鈴木環境政策課長】 令和４年度の策定事業におきましては、2050年に向けたロードマップを策

定しまして、それを踏まえまして、令和５年度に地球温暖化対策事業として、区域でどういった削減

目標を立てるかというのを継続して立てていく予定でございます。そこにおきましては、2030年にお

いて、具体的に国立市域、また、事業者としての国立市役所が何％削減するかというところを策定し

ていく予定でございます。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、今の答弁だと、2050年を見据えて、しかも2030年までに具体的な

政策をもっと具体化すると、位置づけとしてはそういうことなんですか。 

○【鈴木環境政策課長】 おっしゃるとおりでございます。 

○【高原幸雄委員】 ぜひこれは全世界で、地球環境に関わる大きな問題でありますので、今年度の

市長の施政方針なり、あるいは予算の中にも、記者会見で行った令和４年度のパンフレットを見ても、

気候変動に対する施策というのは位置づけられておりますので、ぜひ計画の段階からしっかりと見据

えて取り組んでほしいと思います。私のほうは以上です。 

○【住友珠美委員】 よろしくお願いします。歳入ですけれども、予算書の20ページ、市税について

伺いたいと思います。 

 21ページの滞納繰越分について伺います。これ、個人市民税では令和３年度が1,125万円でした。

令和４年度には1,539万円。法人市民税では、令和３年度が40万5,000円でしたが、令和４年度が190

万6,000円で、どちらも増加していると思うんですけれども、これについて伺いたいと思います。こ

れは滞納者が増えているということなのでしょうか。この増加要因について、伺いたいと思います。 

○【毛利収納課長】 御質疑の個人市民税、法人市民税の滞納繰越分の予算額につきましては、当初

予算策定時に例年、前年度、ここで申しますと、令和３年度の10月末時点の調定額に、先ほどの柏木

委員の答弁と同じになるんですけども、見込みの徴収率を乗じまして、得た額を計上させていただい

ております。 

 こちらも同じになるんですけれども、令和２年度には、２年度限りで適用されておりましたコロナ

の影響による徴収猶予の特例制度がありました関係で、そちらの適用を受けていた方は、制度上、自
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動的に令和３年度には滞納繰越分になるということがありましたので、令和２年度に比べて、令和３

年度は滞納繰越分の調定額が上がっております。その上がった調定額を基にして算出した令和４年度

予算額は増額を見ているというところがございます。 

 また、滞納者数につきましては、徴収猶予の特例制度を利用された方を含みましても、それほど極

端ではございませんが、若干の増加は見ているところでございます。これは新型コロナウイルスの影

響に鑑みまして、現年分の徴収につきましても、差押え等の徴収処分を控える場面もありましたが、

そうしたことも増加の理由の１つであったかと考えてございます。 

 収納課では、これまでどおり、滞納者の方に、お一人お一人個々の事情を抱えていらっしゃるでし

ょうから、丁寧な対応を心がけてまいります。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。増額がすごく心配なところでしたが、今、課長がおっ

しゃるように、丁寧に滞納の方には、逆に丁寧にやっていらっしゃるということで繰越分が増えてい

るというような解釈でよろしかったかと思います。ぜひ今後とも丁寧な対応をよろしくお願いしたい

と思います。 

 それで、記者会見資料のほうで、５ページになりますけれども、これは市民税が、令和４年度が４

億4,607万円、増加見込みということでございました。先ほども人口増加の原因だと、ほかの委員か

らの質疑もありましたけれども、増加の要因は、では人口増加も考えられるのか、その辺について伺

いたいと思います。 

○【波多野課税課長】 予算の積算に関しましては、令和２年１月１日から令和３年１月１日の人口

の伸び率、それを個人市民税の均等割額の納税義務者数を算出する際に、人口の伸びを参考としてい

る程度でございます。全体の市民税の中の増については、先ほども申しました、勤労統計とかそうい

ったものを参考にいたしまして、令和３年度決算見込みをベースに、先ほど申しました8,000万から

9,000万を見込んでおります。御質疑のある内容とすると、均等割について、若干参考にはしている

ということです。 

○【住友珠美委員】 分かりました。全体的に人口増加の傾向があるのかと思ったんですけども、藤

田委員の時に、平均の賃金増があったと答えていらっしゃったので、そっちのほうが大きいのかと思

うんですけど、いかがなんですか。 

○【宮崎政策経営部長】 御存じのように、令和４年度は国も東京都も過去最大規模の予算となって

おり、税収も随分伸びているという形でございます。そもそもの国の景気の見方というのは、もとも

とは平成30年あたりが上限に達しまして、それから緩やかに少し減速するだろうと。ですから、当初

は国立市としても、平成31年度の課税が一番上かというところで、令和２年度というのは少し落とし

ました。さらに令和３年度は、さらにコロナの影響もあるだろうというところで随分落としたところ

でございますけれども、実際、令和３年中の経済活動を見ても、実質的にまだ景気後退期に入ってき

ていないというところがございますので、令和３年度の徴収実績、それから調定の実績、調定という

か実際の課税の実績も含めて、令和５年度はさらに伸びるだろうと。ですから、国立市の市税も令和

４年度は過去最大規模となっております。以上です。 

○【住友珠美委員】 最大規模ということでございました。全体として、コロナから縮小傾向ではな

いということで理解させていただこうと思うんですけども、市民サービスを削るような事態ではない

ということでよろしいんでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 令和３年度予算はマイナスシーリングということで、最低限、本当に必要
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なことはまずやっていますという前提で、少し先送りしたものがございました。令和４年度はゼロシ

ーリングということをやっておりますので、基本的なサービスが削られているという認識はないです。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。毎年お聞きしているんですけども、歳入増加の要因の

１つである人口増を目指す取組では、ここ数年、子育て世帯に向けた施策を取り上げていらっしゃい

ました。予算の中でも、案の中でも、記者会見資料を見ても、子育て施策がかなり充実されているよ

うだと見ております。令和４年度は子育て施策以外で人口増の取組、どのようなことがあるのか、行

いたいと思っているのか、伺いたいと思います。 

○【簑島政策経営課長】 まず、人口につきましては、居住地を選択するという時の考えとして、多

くの方が通勤ですとか、そういったところの関係性の中で、まず選ばれるだろうと思っています。そ

の中で、さらに国立市として魅力を出すというのは住環境のよさだったりですとか、そういったもろ

もろのものが入ってくるんだろうと思っています。 

 これも今まで取り組んできたことなので、それと子育てのものがあって、さらにその活力みたいな

観点からいきますと、例えば商店街が活性化しているためには、コロナ対策にもなっていますが、独

自の支援ということで補助金を出しているですとか、また、活力あるというところではクニビズなん

かというところも市内の活性化みたいなところでは非常に有効なんだろうと。あと、地域でいけば、

つながりをもっと求めていきましょうということで、ＮＰＯ活動支援の拡充みたいなことも予算とし

ては盛り込んでいるところです。 

○【住友珠美委員】 先に課長に言われてしまったんですけど、そうなんです。私は人口増以外、歳

入のもう１つの観点としては、市内の経済循環ということが大事だろうと思っていて、雇用創出もそ

うですし、そのほかどういうことを考えているのかと思ったんですが、課長おっしゃるように今、Ｎ

ＰＯ団体さんなどとの取組とかクニビズの取組を行うということで理解しました。ありがとうござい

ます。 

 では、次、予算書29ページ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について伺いたい

と思います。これは２億579万6,000円計上されていますけれども、この交付金、自治体が裁量で使え

るということを伺いましたが、使途について、どのようなことに使おうとしているのか、その辺、伺

いたいと思います。 

○【簑島政策経営課長】 新型コロナウイルス感染症対策に充てることとしています。新型コロナと

しては、令和４年度の当初予算で７億3,100万円を事業費として計上をしております。ここに充てて

いく財源としましては、まずは国や都の補助金を充てているところ、残りの部分に対しまして、御質

疑いただきました地方創生臨時交付金を充当しているというところ、それから、あとはふるさと納税

ですとか、市民の皆さんからいただいた寄附を中心にしております、新型コロナウイルス感染症対策

の基金、こちらも活用しているといった状況でございます。 

 地方創生臨時交付金の充当先でございますが、主なものとしては、例えば、先ほどのクニビズの運

営費の事業ですとか、女性パーソナルサポート事業、それから、子供のインフルエンザの予防接種の

支援事業、それからＧＩＧＡスクールに基づく教育のＩＣＴ環境の維持管理、それから図書館の電子

書籍サービス運用経費、こういったところに充当しているところでございます。 

○【住友珠美委員】 新型コロナウイルス感染症でそういう事業を行うということなんですか、感染

症対策で、ごめんなさい。 

○【簑島政策経営課長】 感染対策、当初から接触を避けるとか、そういう観点もございますので、



－ 53 － 

あとはインフルエンザが流行らないようにですとか、そういった観点でももろもろの事業をしている

ところでございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。理解しました。 

 それと、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、自治体の裁量で使いたいというこ

となんですけれども…… 

○【青木淳子委員長】 時間です。ここで、休憩に入ります。 

午後３時２１分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後３時３４分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。小口委員。 

○【小口俊明委員】 それでは、伺ってまいります。総括的な観点で伺ってまいりますけれども、予

算書でいうと、例えば15ページで、歳入の合計の額ということで、令和４年度予算327億4,000万とい

う、この規模であります。また、記者会見資料も見させていただいておりますけれども、５ページの

ところで、上のほうに、前年度、これは令和３年度のことですけども、比べて3.2％増の327億4,000

万と、こういう記述であります。これは、これまでの最大級の予算規模かと認識をしておるところで

ありますけれども、その要因について、総括的に伺ってまいりたいと思います。 

 主に、コロナ禍対策というのはやはり入っているのだろうと思うわけでありますけれども、それ以

外にも、増の要因というところがあれば、それぞれコロナ禍の対策ということで、概算幾らぐらい、

それ以外のところで幾らぐらい、このような御答弁を頂ければと思います。 

○【簑島政策経営課長】 令和４年度の一般会計の予算規模は、令和３年度比10億300万円増という

ところになってございます。 

 直近の予算規模が一番大きかったのは令和２年度でございまして、こちらが当初予算319億7,500万

円でございました。この令和２年度当初予算というのは、まだコロナ対策の経費は全く入っていない

といった状況のものでございます。 

 令和２年度と令和４年度を比較しますと、７億6,500万円ぐらいの増といったような状況です。 

 令和４年度当初予算につきましては、まず、コロナ対策ですが、先ほども少し御答弁をしましたと

おり、事業費としては７億3,100万円が計上されています。この半分程度は、コロナのワクチン接種

の事業といったところでございます。 

 こういったところを比較してまいりますと、おおむね令和２年度の当初予算にコロナ対策費の７億

3,000万を入れますと、大体令和４年度に近いような数字になってくるのが大きなところです。 

 また、コロナ以外の増の要素としましては、これは３年度当初予算との比較になってきますが、扶

助費がやはり伸びているというのがございます。特に大きなものとしましては、障害福祉サービス費、

こちらが１億4,634万円、こちら増となっております。また、生活保護につきましても、4,000万円程

度の増がございます。これまでの保育所運営委託料につきましては、定員増というのが落ち着いてき

たので、ここはそれほど伸びてないといったような状況かと思います。 

 ほかに、少し挙げるならば、国勢調査の人口増に伴う消防委託金、こちら8,900万円の増、また、

公債費が4,800万円ぐらいの増等がございます。普通建設事業費につきましても、矢川プラスの工事

が本格化するとありまして、6,939万の増といったところでございます。 
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○【小口俊明委員】 市の予算規模が大きくなるというのは、その分、市民への対応、市民サービス

という側面もある中でも、やはり、あまりにも規模が大きくなって適正を欠くということのないよう

に、しっかりと見定めて進めていっていただければ、このように思うわけであります。 

 続いて、予算書でいうと、これは42ページになりますでしょうか。臨時財政対策債でございます。

42ページのところで、臨時財政対策債ということで、令和３年から比較すると若干額が、当初予算と

しては下がっておりますけれども、これは２億かな、２億円というところで予算をつけてあります。

借りるという、そういう判断をされたかと思います。 

 過去の予算のときも、極力借りずにというようなお話もある中で、借りるという判断をしたことの

位置づけを確認もしている局面もあったかと思います。私は、やはり毎回ここのところを確認をして、

そのまま素通りしていくことのないように、しっかりと理由づけも踏まえた上で、この臨時財政対策

債、これを活用していくということがよろしいのかと思うわけであります。 

 今回も、令和４年度予算という中で、この臨時財政対策債、これを使っていくという、活用してい

くという、その判断基準、また、そういう判断に至った状況、ここのことについて、全体を通して伺

いたいと思います。 

○【簑島政策経営課長】 臨時財政対策債でございますが、こちら、将来、交付税の算定に償還分、

これは理論値として算入される仕組みであろうと。これは借りても借りなくてもということになって

おります。ただ、今は交付、３年度はなりましたけれども、将来的にまた不交付になってしまうと、

この辺りが、やはり実際には入ってこないというような状況も考えられますので、こういったところ

におきましては、原則的にはやはり借りないという考え方がまずあるんだろうと考えております。 

 令和４年度の当初予算に臨時財政対策債を計上したというところの考え方でございますが、令和３

年度につきましても２億6,000万円を予算計上しております。この予算というのは、あくまでも借入

れの上限額として捉えておりまして、実際令和３年度につきましても、第９号の補正のところでは、

実際歳入から落とさせていただいておりまして、令和３年度も借りないという形になっております。 

 それから、あとはなぜ計上するかというところですが、これは財政調整基金の残高をある程度確保

したいといったようなところも踏まえまして、２億円というところで計上をしているところでござい

ます。 

 それから、そういった原則はありつつなんですけれども、今後例えば二小の改築が本格化するです

とか、そういった大きな事業も出てきます。こういったときに、単年度で大きな一般財源の負担が生

じた際に、ほかの事業にも影響が及ぶという可能性もございますので、そうしたときには、やむを得

ず臨時財政対策債を活用させていただいて、他のサービスですとか事業に影響がないような柔軟な対

応を取るというところも可能性としては持っておきたいと、そんなふうに考えているところでござい

ます。 

○【小口俊明委員】 今の御説明では、これまでも当初予算では計上して、途中の補正あるいは決算、

ここで調整をし、極力借りない方向と。今回の令和４年の当初予算においても、そういうことも意味

合いを含めて２億円という計上ということかと思います。 

 また、将来的なことを今、課長が御答弁ありましたけれども、将来に向けての建設事業にまつわる

ところ、これは臨時財政対策債といういわゆる赤字地方債ではなくて建設債という、これはまた別の

性質のものであって、これは当然将来にわたっての負担の平準化という考え方があって別扱いになる

わけであります。そういった建設債というものがありますから、そこで調整されるものではないんで
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しょうか。どういう考え方か、もう一回教えてください。 

○【簑島政策経営課長】 説明が足りずに申し訳ありません。確かにおっしゃるとおり、必須建設事

業につきましては、建設の公債というのが発行されます。ただ、こちら、上限がございますので、ど

うしても大型の事業になりますと一般財源負担というのは大きくなってきます。10億の事業をやるの

と１億の事業をやるのでは借入額が変わってくるということです。ここの一般財源負担の部分に基金

を充てていくのか、それともこういった臨財債を活用していくのかといった選択肢が出てこようと思

っております。 

○【小口俊明委員】 将来的な話として、一般財源の負担軽減という意味合いなのかと受け止めまし

た。そういった考え方をしっかり持った上で、この臨時財政対策債、これの方向づけを検討していっ

てください。 

 それでは次ですけれども、予算書でいうと24ページになります。地方交付税のところで、令和３年

度から比較すると増えているんです。１億5,000万の増になっている。これ、理由について伺います。 

○【簑島政策経営課長】 交付税ですが、普通交付税の部分が伸びて、多く計上をしております。こ

ちらの要因としましては、令和３年度もそうだったんですが、国調人口が3,500人程度、その前から

増えておりますので、ここでまずかなり大きく増えているのがまず１点です。これをベースにしまし

て、令和４年度につきましては、１年遅れまして、都市計画費ですとか高齢者保健福祉費、こういっ

た項目に、その人口の増が遅れて反映されることになっています。 

 こういったところも含めまして、需要のほうがまず伸びていくだろうと試算しているところでござ

います。それで差が出てくるというところと、プラスして、地方財政計画によりますと、交付税総額

として、国の好調な税収で法定率分が増えるといったところも含めまして、令和３年度と比較して総

額は7,000億円程度増額されていると、こういった状況も踏まえて、2.5億円というところで予算計上

しているところでございます。 

○【小口俊明委員】 ありがとうございます。先ほど来の他の委員の質疑のところでも、国調の人口

の増ということが各所に影響が出ている様子も、先ほど来の御答弁で分かりました。予算取り、予算

立て、非常に影響もあるし、また人口増ということは、国立市に魅力があると、そういうところでも

ありますから、ぜひそういったところもしっかりと踏まえた上での今後の政策展開をよろしくお願い

をしたいと思います。 

 それでは、続いて、資料を要求しております。予算特別委員会資料№16で、定員管理計画（計画及

び実績）ということで資料を出していただきました。これを見まして、例年、こういうしっかりと計

画を立てて取組をしていただいているわけでありますけれども、改めてこの資料を見たときに、数字

の意味合いも含めてちょっと確認をしておこうかと思いました。 

 横軸に年度が、令和元年度をスタートとして、右のほうに行くと令和４年度まで記されております。

縦に見ていくと、様々各部門部署の予定する人員の関係があって、一番下に総括されているというこ

とであります。 

 一番下のところを見ていくと、定員計というところで、令和元年度では468と書かれていました。

そして、その少し下に、総職員数で476とあります。この定員計ということと総職員数ということ、

似ているんですけども、数字が違いますし、また、計算式も見ると違っているんですけど、それぞれ

どういう意味合いで、どういう位置づけの数字として捉えてここに表記しているのかを伺います。 

○【山本行政改革担当課長】 まず、一番下の欄になりますけど、４月１日付の総職員数というのが
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ございます。令和元年度で言いますと481名になりますけども、こちらがいわゆる定数といった内容

になっております。職員の上限、条例のほうで定めているところの数字になります。 

 今おっしゃっていただきました定員計という、上がっていただきまして、令和元年468名、こちら

につきましては、各部門ごとの業務量の変動ですとか行政改革の取組、そういうところを反映させた、

あるべき職員数、こちらのほうを定員管理計画という形で毎年度ローリングで策定しているといった

形になります。 

○【小口俊明委員】 ということは、我々の議会サイドで、定員管理計画に基づきというようなこと

で、職員さんと議論したり、やり取りしたりしておりますけれども、そのときの数字は、定員計のほ

うを見ればよろしいんですか。定員管理計画の数字で何人といったときには、この定員計のほうを見

ればいいんですか。 

○【山本行政改革担当課長】 定員管理計画ということでお示ししているのはこちらの定員の数字に

なるんですけども、国立市のほうで適正化計画というものを作らせていただきまして、議会のほうに

も御報告させていただいております。あちらにつきましては、職員の定数といった、定員に例えば加

員ですとか派遣している職員の数とか、そういったものを加えた部分、この職員の定数でいつも議論

のほうをさせていただいているといったところになります。 

○【小口俊明委員】 ということは、やはりこれまでも、またこれからも、我々議会のほうで定員管

理計画のところでの議論は、この総職員数という、ここで令和元年でいうと476という、こちらの数

字で、我々は認識をして当局と議論をしていけばいい、そういう理解でよろしいですか。 

○【山本行政改革担当課長】 委員おっしゃるとおり、職員定数、総職員数といったところで、今回

定例会のほうに、こちらの職員定数条例のほうの改正案も上程させていただいておりますので、また

御議論のほういただければと思っております。 

○【小口俊明委員】 分かりました。今後も、そういう認識で我々も考えていけばよろしいのかとい

うのが確認が取れたところであります。 

 それで、定員管理計画という数字、予算特別委員会資料№16を見ても分かるように、年度を追って

変化があるわけであります。これは、やはりその時々の計画している事業、これに応じて各部門部署

で必要な人員というところをあらかじめ計画をして、それに見合った定員で、年度ごとに調整をし、

決めていっていると。ある一定の数字があらかじめ決まっているものではなくて、年度ごとに変わっ

てくるし、また、それを適切に見積もっていくということが、適切な財政運営を行っていくベースと

なる人員の数の設定ということになるんだろうと思うわけでありますけれども、そういう理解でよろ

しいですか。 

○【山本行政改革担当課長】 委員おっしゃっていただいたとおりで、行政需要は毎年度変化いたし

ます。コロナ禍の中で、ワクチン対策室ですとか、そういったところに急遽人が必要になるというこ

ともございますので、そういったものに対応できるよう、毎年度毎年度ローリングして計画のほうと

して策定しているといった形になります。 

○【小口俊明委員】 今事例に挙げていただいた、コロナ禍に対応する部分の必要が増えていくとい

うところの増というのはよく理解をできるところでありますけれども、出していただいたこの予算特

別委員会資料№16の表を見ると、令和元年度、コロナの影響が出始めておりますけれども、これを見

ると、大体同じペースでというのか、コンスタントに増えていく傾向に見えるんです。令和元年で言

えば476であり、２年度であれば479、ちょっと若干下がりますけど469、481、486、一旦下がる年度
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もありますけれども、大体コンスタントに上がっていく傾向であります。これは、やはりコロナ禍と

いうところですか。あるいは、ほかに何か要因があるのかどうか伺います。 

○【山本行政改革担当課長】 おっしゃっていただいたとおり、職員の定数といったところに関しま

しては、適正化計画の中では、10年間で40名削減ということで、平成30年に策定させていただきまし

たけども、逆にちょっと増えてきているといったところでございます。 

 おっしゃっていただいたコロナの対応というところももちろんございますが、それ以外にも様々な

業務の増というのもございますし、例えば育児休業を取られた職員に対する加員措置というのは、ワ

ーク・ライフ・バランス要員という形で今行わさせていただいているんですけど、そういったところ

の取組などもありまして、基本的に増えてきているというところでございます。 

 ですので、適正化計画、４年間で40名削減ということがございましたが、こちらの見直しというの

も、今ちょっと考えさせていただきたいと思っております。 

○【小口俊明委員】 定員管理計画というのは、これまでも極力、いわゆる人件費という、市民から

預かった税金を適切に使っていくという中での、そういう角度での必要な職員さんの人数ということ

からして、いわゆるどちらかというと絞っていくような方向、考え方で我々も捉えていたし、また職

員の皆さんもそういう認識でいらっしゃった中で、現実にこういう状況になってきているというとこ

ろでは、今後、何が適切な運営なのかというところはよくよく判断をしながら、ぜひ進めていってく

ださい。私は以上です。 

○【香西貴弘委員】 すみません。ちょっと時間の関係で、触れられないところがあるかもしれませ

ん。恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

 まず、予算書、ページ22から23、款７地方消費税交付金についてです。前年度と比較して、地方消

費税交付金が１億1,300万円増となった理由についてお伺いしたいと思います。 

○【簑島政策経営課長】 地方消費税交付金の増でございますが、これも東京都の通知を参考に算出

をしております。令和４年度対象者につきましては、都全体では令和３年度から比べて４％程度の減

と示されています。 

 こういったところから計算しますと、まず、都全体の数字になるんですけども、４年度の予算規模

というのは令和２年度の決算額をやや上回るぐらいということで見てございます。これを参考にしま

して、国立市では令和２年度決算が15億6,700万円でございますので、ここを少し上回る数値という

ことで15億9,800万円といったところで計上をしております。 

 増額になった理由なんですけれども、令和３年度が少し低めに見ていたところがあったんですが、

思ったほど個人の消費支出ですとか、そういったものが落ちなかったといったところの反動もありま

して、予算としては増になっているといったことでございます。 

○【香西貴弘委員】 社会保障の財源分に充てるということで、税率をアップした中での増収分、地

方消費税でいえば1.2％分が当たると思うんですが、これが結果的に社会保障の財源として充てられ

るとなっていると思います。今回、金額いかほどになるでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 社会保障に充てる増減分は、予算書23ページの税率引上げ分というところ

で記載してございまして、令和４年度は９億7,100万円といったところでございます。 

○【香西貴弘委員】 実は５年前、平成29年度予算額がくしくもちょうど同じということで、令和４

年度の予算額は同額になっています。平成30年の決算で、地方消費税の清算基準変更が実施されて、

東京都は不利な状況に置かれた結果、13億円ぐらいまで交付金額が低下しました。しかし、今回令和
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４年度予算では16億円近くまで戻ったことになります。ここまで戻った要因は、端的に何があるのか

と思いますか。 

○【簑島政策経営課長】 やはり１つは、令和元年10月にありました税率改定、ここが８％から10％

になってございますので、ここの増というのが１つ大きいことかと思います。 

 あと、消費につきましても、やはりある程度消費のほうがあるんだろうと考えているところでござ

います。 

○【香西貴弘委員】 だからこそ、どこにどのように使っていくのか、ますますここは本当に考えて

いかなきゃいけないところになるのかと思います。 

 続きまして、すみません、飛びます。予算書40ページから41ページ、款21諸収入、項４雑入、目４

雑入から説明の30、新書売払代金について伺いたいと思います。 

 まず、73万9,000円、これはこの新書を売り払うということを当てにしているわけですけども、こ

れは何冊をつくって売ることを想定した金額になるのかお伺いしたいと思います。 

○【加藤秘書広報担当課長】 この新書売払代金ですが、令和元年度から発行している国立新書を売

り払う代金として予算計上しておりますが、令和元年度に創刊準備号、令和２年度に１号、それから

令和３年度に、今現在作成していますが、２号を作成していまして、来年度の歳入の見込みとしまし

ては、創刊準備号、１号それぞれ280冊ずつ、また、２号に関してはその倍の560冊、1,120冊を販売

することを見込んで予算計上しています。 

○【香西貴弘委員】 ちなみに、創刊準備号と創刊号合わせてのこれまでの売払い実績とは幾らにな

りますか。 

○【加藤秘書広報担当課長】 創刊準備号と１号、それぞれ令和２年に342冊、今年度２月末現在で

すが、374冊販売しておりまして、合わせて、令和２年度と３年度の現在までにおきまして47万ほど

の歳入になっております。 

○【香西貴弘委員】 そういう意味では、今度の次の２号というのが、たしか駅舎に関連したことで

すよね。そういうのでちょっと攻めの予算計上になっているのかと、期待していきたいと思いますが、

歳入増となる見込み、今後算段、何か手を考えておられることがあるのかお伺いしたいと思います。 

○【加藤秘書広報担当課長】 現在までも、国立新書の宣伝に関しては、市報ですとかホームページ、

ツイッターによる広報を行ってきました。本年度、令和３年度において、ユーチューブで、ブックト

レーラーという映画の予告編のように本を紹介する動画を作成して宣伝を行ってきました。あと、市

で行うイベントなどで、チラシを作成させていただいて、ほかの資料と一緒に配布させていただくな

ど、そういったことを行ってきました。 

 ですので、来年度に関しても、特に旧国立駅舎のテーマにしたものを発行しますので、駅舎のファ

ンの方に買っていただけるように、同様にイベントなどでの広報に努めていきたいと思っております。

以上です。 

○【香西貴弘委員】 分かりました。 

 続きまして、予算書、ページ30から31、款16都支出金、項２都補助金、目２民生費都補助金につい

て伺いたいと思います。説明の18というところですか。人生100年時代セカンドライフ応援事業補助

金546万8,000円の補助が出る形になっているんだと思うんですが、この出る理由について、何に充当

されるのかについてお伺いしたいと思います。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。こちらの、東京都の補助金の充当先ということですけれ
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ども、市が行っているデイホーム事業、元気な高齢者の方向けの、地域の集会場に自ら通っていただ

いて生きがい活動をしていただくと、そういった事業に充てていただくということで補助金を頂いて

おります。補助率は３分の２でございます。 

○【香西貴弘委員】 元気な高齢者の方にというところが１つであるがゆえに、一般会計の中での歳

入、また歳出になっていくということでよろしいんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。おっしゃるとおりでございます。 

○【香西貴弘委員】 今後、元気な高齢者、特にリタイア後のというところ、さっきの一般質問でも、

前の前ですか、一般質問で触れさせていただきました。やはり人生100年時代という形になっていく

中で、むしろ病気がちになるとか、孤立していくような形になってしまうとか、そういうことになる

前に、いかに元気な方、もしくはまた社会と縁のある状況の中で、そういった方々をさらに継続して

元気づけていく、また、さらに支えられる側から支える側のほうに立っていただけるような方々を１

人でも増やしていく、こういったことが、推進施策が求められると思うのですが、課長はどのように

思いますでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。まさしく今、質疑委員の言われたとおり、地域でどのよ

うに関わっていただくか、リタイア後の、そういったところについて、いろいろな形もあるかと思い

ますので、ぜひうちのほうでも、どのような在り方があるかを模索していきながら、小さなことでも

大きなことでも、とにかくトライアンドエラーでやっていきたいと考えてございます。以上でござい

ます。 

○【香西貴弘委員】 その点、よろしくお願いいたします。 

 最後になります。予算書、ページ28から29、款15国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補

助金について伺いたいと思います。令和３年度予算と比較して大変大きな伸びを示しています。理由

としては、もう見れば分かるとおり、１番、まず、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金が当初予算から入ってきたこと、また、新たな補助金としてデジタル基盤改革支援補助金が加わっ

たことというのが要因としてあると思います。 

 まず、最初の１番目については、令和３年度と比較したときの交付金額の増減はどの程度あるのか、

教えてください。また、２番については、どのような施策の経費に充てるための補助なのかについて

伺っておきたいと思います。 

○【簑島政策経営課長】 デジタル基盤改革支援補助金につきましては、ここで新たに出てきたもの

ですので、900万円の新たに増になっています。 

 充当先の事業につきましては、ちょっと分かりにくいんですが、政策事業では、行政手続のデジタ

ル化、オンライン化事業というところに充当しています。こちらの補助金につきましては、国の推進

しているシステムの共通化を含めたＤＸの計画をつくる支援経費というところに充てています。 

 ちなみに、この事業に入っているもう１つの内容でございます、死亡届に付随するシステム導入に

つきましては、市長会の助成金というのを上程しているところでございます。 

○【香西貴弘委員】 あと、地方創生臨時交付金の前年との比較というのは分かりますか。 

○【簑島政策経営課長】 地方創生交付金は、令和２年度決算額が５億7,000万円、令和３年度予算

で２億3,000万程度でございます。 

○【香西貴弘委員】 分かりました。ありがとうございました。 

○【青木淳子委員長】 委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 



－ 60 － 

午後４時４分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後４時６分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。石井委員。 

○【石井めぐみ委員】 それでは、伺います。29ページです。国庫支出金、児童福祉費補助金です。

次世代育成支援対策施設整備交付金ということなんで、恐らく矢川プラスのことではないかと思うん

ですが、令和３年度よりもかなり多い金額になっているんですが、これについて教えてください。 

○【清水施策推進担当課長】 今御質疑いただきました補助金については、委員おっしゃるとおり、

矢川プラスに関する補助金になります。児童福祉施設等のハード部分の新設や修繕、また整備等に対

する国の交付金になります。矢川プラスの工事のうち、児童館、子育てひろば、幼児教育センターに

関わる部分についてが対象となります。 

 矢川プラスの工事期間は、令和３年度と４年度の２か年にわたりますので、その工事全体に対して

の補助金になりますが、工事の予定施工率に合わせて、各年度で歳出が組まれております。それに伴

い、交付額も按分をしているものでございます。 

 当初、令和３年度は全体の33％程度の施工予定で、残りが令和４年度と予定していたんですが、コ

ロナウイルス感染症の影響ですとかそういったこともあって、工事進捗に変化がございましたので、

令和３年度の出来形が減少いたしました。その分、補助金についても減少させて、令和４年度分の予

算額を増加しているという形になります。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 分かりました。ありがとうございます。進捗が遅れても、全体の交付額には

全く影響がないと考えてよろしいですか。 

○【清水施策推進担当課長】 委員さんのおっしゃるとおりでございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。 

 それでは、続いて33ページです。都支出金、児童福祉費補助金です。子ども・子育て支援事業費補

助金です。これ、歳入増となっていますが、こちらはどのようなことに使える補助金なんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 こちらの補助金につきましては、幼保無償化の事務に係る人件費に使え

る補助金という形になっておりまして、令和４年度に、第２種の会計年度任用職員１名を新たに採用

するために歳入増とさせていただいております。こちらにつきましては、国からの間接補助で、10分

の10が東京都を通じて市に入ってくる補助金となっております。 

 幼保無償化につきましては、制度開始から２年半ほどが経過したところとなっておりますが、支払

い業務ですとか対象者の認定業務など、事務量が非常に多くなっておりまして、現在の体制では人手

も足りないというところから、この補助金を活用させていただきまして、令和４年度に人を、第２種

会計年度任用職員を採用するという形となっております。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 分かりました。ありがとうございます。先ほど、政策経営課長のほうから、

なるべくその補助金を使って会計年度任用職員さんをという、まさにそういう形で使うことになった

んだろうと思うんですけど、これは、継続的に補助金としては出るんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 一応こちらは、国のほうから２か年ということでお話をお伺いしていま

すので、令和４年度、令和５年度の補助金という形で、ちょっとその後どうなるかというところは、

まだ未定というところでございます。 
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○【石井めぐみ委員】 分かりました。了解いたしました。 

 そうしましたら、41ページで、諸収入の雑入になります。旧国立駅舎記念品売払代金25万円と、こ

れは文鎮だと思うんですけど、予算では5,000円掛ける50個分ということですか。残りの数はどうな

っているんでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 こちらは、令和３年度に、創建当時の国立駅のひさしを支える柱と

して使用しておりましたレールの一部を切断加工いたしまして、旧国立駅舎鉄道レール文鎮を製作し、

旧国立駅舎まち案内所で、１個当たり5,000円で販売しているところでございます。 

 本予算につきましては、製作販売後に残っております50個を、令和４年度に引き続き、まち案内所

で販売することを考えてございますので、質疑委員御指摘のとおり、5,000円掛ける50個の25万円と

いうことで見込んでいるところでございます。 

 ちなみに、残りの数と致しましては、２月末現在でおよそ150個でございます。 

○【石井めぐみ委員】 分かりました。ありがとうございます。もうちょっといけると思ったんです

けど。申込みのほうはオンラインでできたんですが、商品の引換えは旧国立駅舎のみだったんです。

それで、遠くからの人、地方の方なんかが、やはりこのコロナの状況ではなかなか東京のほうまで取

りに来られないということで、これは今後も旧駅舎での引換えのみということでやるんでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 こちらは、令和３年度につきましては、できる限り市民の方に御購

入いただきたかったこと、あとは購入時に旧国立駅舎を訪れることによって駅舎を知ってもらいたか

ったということから、旧国立駅舎で販売しておりました。 

 令和４年度につきましては、政策経営課とも協議いたしまして、ふるさと納税の返礼品とすること

を考えてございます。ですので、遠くにお住まいの方にも旧国立駅舎を知っていただくことができる

とともに、郵送となりますので、入手しやすくなるのではと考えているところでございます。以上で

す。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。以前からお願いしていた、返礼品になるということ

で、これはとてもよかったと思うんですが、そうなりますと、恐らく数的には残っている数だけを売

るというのでは少ないかと思うんですが、新たにつくるということなんでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 こちら令和４年度当初予算、こちらをお認めいただければ、改めて

文鎮を制作しまして、ふるさと納税の返礼品としたいと考えているところでございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。ちょっと細かい話で申し訳ないんですけれども、初

回つくっていただいたやつは八幡製鉄所のレールでしたよね。そういったことを、やっぱり九州の方

がとても興味を示しまして、オンラインで申し込んでくださって、わざわざ国立の駅舎まで九州から

取りに来てくださったりしたんです。そういう方もいらっしゃった中で、ここで、ふるさと納税の返

礼品にするということになりますと、そういう方たちにちょっと申し訳ないという気持ちもあるんで

すが、新たにつくるやつというのは、やはり国産のレールなんでしょうか、それとも海外のレールと

考えているんでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 令和４年度のふるさと納税の返礼品につきましては、国産というこ

とも考えられるんですけれども、アメリカなどの外国産も考えていきたいと考えております。以上で

す。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。新たにつくるものに関しては、できれば、やっぱり

海外のもの、アメリカとかドイツとか、そういうところのやつがありますので、ぜひそちらでつくっ
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ていただきたいと思います。 

 もう一点、やっぱりよその方、市外の方たちに興味を持ってもらうためには、もうちょっと宣伝が

必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 宣伝ということで、令和３年度につきましては、やはり市民の皆様

に御購入いただきたいと考えまして、市報、ホームページ、駅舎で周知をしてまいりました。ふるさ

と納税の返礼品とするに当たりましては、いわゆる鉄道好きな人向けに遡求すること、あとは、先ほ

ど他の委員でお話ありましたけれども、国立新書の旧国立駅舎号が販売されますので、その新書とと

もに広報する、そして相乗効果を狙うですとか、そういったことで広報を工夫してまいりたいと考え

てございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。鉄道ファン向けの雑誌、絶対効果あると思いますの

で、ぜひお願いしたいと思います。それから、以前オリジナル婚姻届をつくったとき、市民課の方た

ちがＦＭたちかわさんでしたか、そういうところに売り込みをして、ＦＭのほうでも宣伝してもらっ

たということもありましたので、ぜひそういったものも利用して宣伝していただきたいと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 広報手段が１つでも増えるということは、販売していく中では非常

に大事だと考えてございますので、せっかくの機会ですので、前向きに検討してまいりたいと考えて

ございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。今回の文鎮は、旧駅舎のまち案内所のほうでも大変

問合せも多くて、収益にもなったと聞いています。潜在的に売れるものであるし人気が出るものであ

るので、大事に、次、次という形でつなげていっていただきたいと思います。以上です。 

○【藤江竜三委員】 それでは、質疑します。予算書でいうと、43ページ、臨時財政対策債について

です。先ほどとかなりダブる部分があって、ちょっと申し訳ないところでもあるんですけども、一応

確認です。この臨財債、今回２億円ということで予算上では組まれているんですけれども、一応決算

に向けては、この数字をできればゼロにしていきたいということで、それで本当にコロナなどでどう

してもというときのために、いわゆる枠的に取りあえず予算立てしているというか、そういう感じで

現状を考えているのかというところ、この現状の考え方についてちょっと確認させてください。 

○【簑島政策経営課長】 臨時財政対策債２億円のところでございますが、先ほどもお話ししました

とおり、やはり決算に向けては借りなければ借りないほうがいいだろうとは思っています。 

 あとは、ほかの年度途中の財政需要の中で臨財債を借り立てたほうがいいのか、それとも財調を崩

したほうがいいのか、こういった議論になろうかと思いますけれども、基本的には借りない方向で考

えていきたいとは思います。 

 ただ、こうした枠も持っておかないと、万が一のときには借りられないといったこともございます

ので、あと、年度当初予算組むに当たって、やはり財源不足という中では、２億円は組まざるを得な

かったというのが正直なところです。 

○【藤江竜三委員】 分かりました。できれば借りないほうがいいという姿勢は考えつつ、柔軟に対

応していっていただけたらというように考えます。 

 その次なんですけども、予算書だと36ページ、寄附金、ふるさと納税とかがあるかと思うんですけ

ども、ふるさと納税で先ほど、これも若干かぶるところがあるんですけども、品目を増やしていくの

は一番効果的で、ビズと相談する中で、ビズのほうでもちょうどいい業者さんが来たら、ふるさと納
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税のことについて宣伝していただくというようなことをやっていこうかというような、かなり新しい

ことを試みていて、すごいなと思ったんですけども、さらに赤字の額とか流出している額を聞くと、

もっと何とかしないと結構いかんだろうとも危惧していて、そのまま市の職員さんがビズに相談して

みて、国立市のふるさと納税をもっと集められる方法はないんですかみたいな、市の職員さんが相談

してみて、外部の方から意見を聴いてみるとか、そういうこともやってみたりとかはしているんでし

ょうか。 

○【簑島政策経営課長】 先ほどのビズの件につきましては、ちょっとこちらから御相談をお願いし

たというよりは、先方からお話を頂いて、うちの担当のほうとお話をさせていただいたというような

経過がございまして、具体的に増やす方法について何か御相談をしたということはございません。 

○【藤江竜三委員】 そうなんですね。私は、市の職員さんが外部の方とか民間の方と交流して知見

を伸ばしていくというのも必要だと思いますし、先ほども言ったように、ふるさと納税を伸ばしてい

くべきかと思うので、そういった外部の方に意見を聴いてみるというのもやったほうがいいと思うん

ですけど、その辺りどうでしょうか。 

○【簑島政策経営課長】 ビズのほうもそうですし、あと、委託で様々包括委託とかしていますので、

そういったところの事業者が、ほかの自治体でどうやっているのかみたいなことの知見もあろうかと

思いますので、様々意見を聴きながら、どういった方法がいいのかちょっと検討したいと思います。 

○【藤江竜三委員】 ぜひいろいろと検討していってほしいと思います。ほかの自治体のふるさと納

税をいろいろ調べますと、やっぱり牛肉は強いなというのとともに、いろいろ本当に努力されている

みたいで、１度ふるさと納税をしていただいた方にダイレクトメッセージを送って、来年度もどうで

すかという、１度されている方なんで、見込み客としてはかなり強烈な方だと思うんで、そういうと

ころにＤＭを送ったり、ＳＮＳでリツイート・フォロー・アンド・キャンペーンみたいのをやって、

国立市でこんなのをもらえるんだというのを、幅広くＳＮＳで拡散するような仕組みをやったりと、

そういうのを業者さんであったりであれば、投じた費用に対してどれくらいの乖離があるのかという

データもあるかもしれませんので、それでよい結果が生まれるという算段が取れるなら、確かにふる

さと納税の仕組みというのはゆがみを生じさせるものかもしれませんけども、ある以上は戦っていか

なくちゃいけないと思いますので、そういったところも攻めていってほしいというように考えますの

で、様々相談しつつ進めていっていただけたらというように思います。 

 それでは、次のところなんですけども、これは41ページの34番、駅跨線橋広告料収入について、こ

れについて89万7,000円となっているんですけども、取りあえず、どういうふうになっているのかを

伺いたいと思います。 

○【津田総務課長】 谷保駅、矢川駅の跨線橋における有料広告掲載ですけれども、こちら、実際の

実件数を基に積算した形になっております。ですので、予算で比べますと７万5,600円少なくなって

いる形になっております。現状はそういう形です。 

 ただ、やはりこのコロナ禍で、事業者の経営が大変厳しい状況、ＰＲの媒体が紙面ということもあ

りまして、何とか令和４年度の有料広告の掲載の募集に当たり、事業者の皆さんに少しでも掲載しや

すく、また長期間掲載いただける工夫ができないのかというのを検討してまいりました。掲載いただ

いた実績を見ますと、初回は掲載期間１か月での申請ということがありまして、状況を見ながら対応

していくということで、そういうようなケースが複数回ございました。令和３年度も同様なケースが

ございまして、通算５か月間更新いただいたということもありましたので、一定の期間を最初に申請
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いただければ割引制度をみたいなものをつくっていきたいと、このたび考えました。 

 具体的には、広告掲載期間が６か月以上の申請ならば１か月の割引、12か月ならば２か月分の割引

制度を令和４年度から実施してまいりたいと考えております。 

 この割引制度を利用して、少しでも掲載件数増が見るようＰＲを強化していくとともに、引き続き

利用いただけるような工夫の検討をしてまいりたいと考えております。以上です。 

○【藤江竜三委員】 ありがとうございます。柔軟に、いつも対応してくださって、大変心強く思い

ます。 

 こうして割引制度を入れていくというのは、なかなかいいアイデアだと思いました。確かに、空い

ていると何も生み出さない空間ですから、やっぱり積極的に埋めていって、多少割り引いても、市内

の事業者の方が理想ですけども、ほかの市からの方でもいいんですけども、国立市で宣伝していただ

いて、国立市にこういうお店があるんだとか、こういう事業所があってこういうサービスがあるんだ

ということを多くの方に知っていただいて、市内の景気を、広告１つで変わるところはなかなか微々

たるものかもしれないですけども、伸ばしていって、市のほうも少し歳入ができるということ、積極

的にいろんな改良を毎年少しずつ試していただいて、今後も努力していってほしいと思います。私か

らは以上です。 

○【青木淳子委員長】 委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午後４時２５分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後４時２９分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 それでは、予算書の26ページ、27ページのところ、国庫支出金の中の入院助

産措置費等負担金、いろんな事情があって、出産するけれども、御自身で入院費用がなかなか払えな

いとかいう事情の場合に使う補助金だと思うんですけども、令和４年度は141万3,000円、令和３年度

では、１年前においては54万7,000円と100万近く増額しているんですけど、その理由をお聞かせくだ

さい。 

○【前田子育て支援課長】 こちらにつきましては、おっしゃるとおり、入院助産制度は、生活保護

世帯とか非課税世帯の方に、出産にかかる費用を助成するものなんですけれども、例年大体３件前後

ぐらい御申請等あります。非課税世帯については、一部負担金等もあるんですけれども、国立市近辺

では、府中にあります多摩総合医療センターで出産する方もいらっしゃいまして、こちらが、令和４

年度から都立病院が独立行政法人化することによりまして、負担金がちょっと生じるというところの

増額になっております。 

○【稗田美菜子委員】 令和４年度の見込み人数は何人ぐらいなのか、お伺いいたします。 

○【前田子育て支援課長】 見込み人数としては、５名ほどを想定しております。 

○【稗田美菜子委員】 分かりました。ありがとうございます。例年３件程度だけども、今回５名で

見込んでいるということで理解いたしました。 

 それでは、次の質疑をさせていただきます。28ページ、29ページの中の、国庫補助金の中の衛生費

の中で、他の委員も質疑されておりましたが、二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金900万円ですか、

メニューがたくさんある補助金だと思います。その中で、先ほどの御答弁からだと、太陽光パネルの
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公共施設設置を検討するための調査なのかと聞こえたんですが、具体的にどのような調査のために使

うのかお伺いいたします。 

○【簑島政策経営課長】 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金につきましては、令和４年度に、国

立市域における、市だけではなくて市の中における再生エネルギーがどの程度導入できるかといった

ところの基礎調査をしていくというような委託料に充当していくといったことで考えております。 

○【稗田美菜子委員】 その再生可能エネルギーがどれぐらいというのは、どのメニューに当たるの

か分からないんですけど、具体的には委託料だと思うんですけれども、市の方向性として、どういう

再生可能エネルギーの方向なのかとかというのがあればお伺いいたします。 

○【鈴木環境政策課長】 環境省の補助メニューの中で、2050年に向けた市域全体の再生可能エネル

ギーの導入の調査の事業となってございまして、それに、調査費用として、この国庫補助金が４分の

３補助という形で設定されておるところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 分かりました。そうだと思います。その質疑をさっきから聞いているんです

けど、その再エネ設備の導入の、どこまで今回調査をしていくのかというのが、具体的にどの再エネ

というか、方向性があるのかどうかをお伺いいたします。 

○【鈴木環境政策課長】 国立市域全体で、どういった場所に太陽光パネルが設置できるかといった

ようなところを基本調査と致しまして、それ以外にも、オプションで国立市役所の事務事業の中でＬ

ＥＤ電球をどういったところに設置できるかですとか、各施設に太陽光パネルの設置の可能性等を検

討していく内容を、これから事業者と詰めて計画、どのようなものができるか検討していく段階でご

ざいます。 

○【稗田美菜子委員】 分かりました。ありがとうございます。山があったりとか川があったりとか

するわけではないので、再エネと言っても限度があると思ったので、何を入れたいのかというのの方

向を聞きたかったので、太陽光パネルといったことで理解を致しました。 

 それでは、次の質疑に移らせていただきます。予算書の32ページ、33ページに入ります。都の補助

金、都の支出金の中の民生費の補助金になりますが、医療的ケア児保育支援モデル事業費補助金とい

うものがあります。医療的ケア児の保育支援については、国のほうでは一般事業になったので、この

医療的ケア児保育支援事業とはどのように違うのか、お伺いいたします。 

○【川島児童青少年課長】 こちらにつきましては、東京都の歳入という形になっておりますが、こ

れは国のほうが東京都にお金を渡して、そこから入ってくる形の間接補助という形になっております

ので、この中に国の補助と都の補助が入っておりまして、医療的ケア受入れに関わる費用の４分の３

を、こちら、歳入として組んでいるところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 今回、学童での医療的ケア児の受入れがあると思いますが、これはこの医療

的ケア児の保育支援のモデル事業費補助金の中に含まれるのかどうかお伺いいたします。 

○【清水施策推進担当課長】 今回、この学童保育所の医療的ケア児の受入れ支援については、この

中には含まれません。 

○【稗田美菜子委員】 そうしますと、どこに入っているのかお伺いいたします。 

○【清水施策推進担当課長】 学童保育における医療的ケア児の受入れ支援委託料の補助金は、予算

書29ページ、款15国庫支出金、項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金、児童福祉費補助金の説明３

になります子ども・子育て支援交付金、これが国の補助金となります。また、東京都の補助金は、予

算書31ページの中に子供・子育て支援交付金というのが、やはり同じような名称のものがございます
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が、これが、それぞれ99万8,000円ずつ、３分の１ずつの補助となっております。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 ありがとうございます。今回、保育所での受入れが順調に進んで、丁寧なプ

ロセスの中で進んでいって、その子が学齢期に入ったことで、学童での受入れがあるといったことだ

と思いますので、しっかりそこについては補助金を入れて、市からも３分の１補助と言っていました

か、ですので、市からも３分の１あると思うんですけれども、補助金もしっかり取り組んでいるとい

うことは分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、次の質疑に移らせていただきます。40ページ、41ページの中で、電気自動車用の急速充

電器の提携料についてお伺いいたします。令和３年度では70万1,000円の当初予算でしたが、令和４

年度、本予算におきましては84万9,000円と、微増というか、それなりに大きくなっていると思いま

すけれども、この理由は何なのかお伺いいたします。 

○【鈴木環境政策課長】 歳入のところに計上してございます84万9,000円でございますが、これは

令和２年度実績ベースのものを来年度の予算計上上は置いておるところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 そうしますと、令和２年度といいますと、一昨年ですね。１個飛んで前の年

だと思います。昨年度の実績、どの程度だったのか、それから令和２年度、令和３年度、それぞれど

れぐらいの実績だったのかお伺いいたします。 

○【鈴木環境政策課長】 令和２年度の歳入歳出のところを御説明申し上げますと、令和２年度にお

きましては、実績ベースで歳入の合計が84万5,000円、歳出の合計で143万3,000円ほどとなってござ

いまして、差引き58万4,000円程度の歳出超過となってございます。 

 また、当年度、令和３年度におきましては、現状の歳出入状況を12か月換算して計算してみたとこ

ろの数字にはなりますけれども、歳入の見込みが81万4,000円程度、歳出が136万円程度見込んでござ

いまして、差引き54万6,000円程度の歳出超過、本年度もなる見込みでございます。 

○【稗田美菜子委員】 ありがとうございます。歳入のところだけちょっと触れていきます。令和２

については84万5,000円、85万円程度、それから令和３年については81万4,000円という程度だったこ

とで、一昨年、１個飛んでしまうと多くなって、今回も増額の予算となっていますが、コロナもあり

ますけれども、いろいろなので、増やした根拠というのは、この実績ベースでは令和２年のみという

意味でよろしいのかどうかお伺いいたします。 

○【鈴木環境政策課長】 今年度の進捗状況で言いますと、令和２年度よりも歳入減になる見込みの

ところなんですが、令和２年度の実績ベースで令和４年度の歳入見込みを立てておるところではござ

います。 

○【稗田美菜子委員】 分かりました。私は以上です。ありがとうございます。 

○【青木淳子委員長】 委員と出席説明員の入替えのため、暫時休憩と致します。 

午後４時３８分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後４時４０分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。上村委員。 

○【上村和子委員】 総括質疑でデジタル化の社会について伺いたいと思います。歳入部分でいえば、

デジタル基盤改革支援補助金というのが国庫補助でついておりますけれども、そこにつながると思い

ます。ここで聞きたいのは、やっぱりポストコロナ、ウイズコロナ、アフターコロナという中で、急
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速にデジタル化が進んできたと。このことについていけない、私も含めてですが、ついていけない人

たちが出てきたと。デジタルディバイドというそうですけれども、そのついていけない人たちという

のはどういう人たちであるかという、まず認識について伺います。 

○【山本情報政策担当課長】 今委員おっしゃったように、コロナ禍の中で、デジタル化というのは、

国の動きもあって急速に今進んできているというところでございます。デジタルディバイドといった

ところになりますけども、デジタル化の流れについてこれない方につきましては、代表的な方で言い

ますと高齢者の皆様になるかと思っております。また、しょうがいをお持ちの方ですとか、そういっ

た方々もデジタルの活用等が難しいというところが１つあるのかと思っております。 

○【上村和子委員】 高齢者、しょうがいしゃ、そういうついていけない人たちがいる、私もその１

人なんですけれども、ついていけないということについてどう考える、ついていけない人たちをつい

ていかせるという、そういう講座とか講習をやっているんだけれども、そもそも根本的についていけ

ない人たちがいる社会変革はどうなのかという根本的疑問というのは、皆さんにはないのでしょうか。 

○【山本情報政策担当課長】 委員おっしゃっていただいたとおりかと思っております。デジタル化、

必ずついていかなければいけないかといったら、そうではないのかと思っております。デジタル化に

なじまないというか、そちらを選択されない方というのもいらっしゃるかと思っております。 

 ですので、今市のほうで進めているデジタル化としましては、行政手続のデジタル化というのを進

めております。こちらにつきましては、オンラインですとかデジタルでできる部分と、従来どおりの

窓口と、そちらは両方ともきちんと残していくというような形でまず進めていきたいと思っておりま

すので、まず選択をしていただくという形かと思っております。 

○【上村和子委員】 変わり目のとき選択ができるようにすると。コロナの後の急速なデジタル化と

いうのは、実は社会変革であって、文化を丸ごと変えていくという、そういう社会改革だと思います。

そこについていけない、誰一人取り残さないと国は掲げておられますけれども、取り残し前提でつく

られた社会改革なんじゃないかと私は思うんです。そこに気づかなければ、デジタル化を進めたら怖

い、デジタルトランスフォーメーションと変換していく、社会を変えていくということはとても恐ろ

しいと思うわけです。そのことは、ニュアンス的には施政方針には、市長は微妙に書いています。デ

ジタル化についていけない人たちがいるということを、どう行政として捉えるのか。しかし、時代は

デジタル化に行っているわけです。デジタル化の恐怖というものを、それこそリアルに考えてもらえ

ないですか。私はこの頃、怖いと思うことがあります。それは普通に、「今日はオンライン会議じゃ

なくてリアルな会議なの」という言葉が日常飛び交うようになりました。そのときのリアルは何だろ

うと思うんです。オンライン会議はリアルな会議じゃないんです。リアルが消えていっているんです。

リアルが消えていって、仮想現実が飛び出してきている。それは怖くないですか。私、リアルが消え

ていくのは物すごく怖い世界だと思うんです。リアルが必要な人たち、それはどういう人たちだと思

いますか、質疑します。 

○【山本情報政策担当課長】 委員おっしゃるリアルといったところ、そのお答えとして、施政方針

の中でも触れ合いですとか人とのつながりといったところを、国立市としては重視して取り組んでい

くと書かせていただいておりますので、そういったことが必要な方々、先ほどお話しさせていただい

た高齢者の皆様ですとかしょうがいしゃの皆様そうですし、あとは生活困窮の状態に陥っている皆様

ですとか、あとは母子家庭ですとか、そういった生活の課題を抱えていらっしゃる皆様というところ

が１つあるのかと思っております。 
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○【上村和子委員】 それともう１つ、私は子供だと思います。子供にこそリアルが必要です。子供

からリアルを奪ったら、どういう人間が育ちますか。そういう意味で、リアルが消えていくデジタル

化というところを、この時代の変換に、そこに未来の日本の社会に夢を見いだしていいのかと思うわ

けです。デジタル化は必要だし、やるべきことだと、便利なところもいっぱいあります。でも、全般

をそういう社会にせんほうがいい。全てを変えてはいけないと私は思うんです。 

 そこで、地方自治体が、デジタル化のデメリットとか、デジタル化がコロナ禍の中でよくも働いた

けれども悪くも働いた、この悪く働いたケースのほうをいっぱい国に届けていかないと、取り残され

た人たちはいない人たちにされてしまいます。これは分かりますか。切り捨てていくんです。仮想空

間の中についていけない人たちは、いない人たちになるわけです。これは、私は自分が取り残される

人になるという恐怖があるから、初めて分かりました。いない人にされていく恐怖というのは、人権

侵害の最たるものです。今、戦争なんかでも、サイバーテロという言い方もしますけれども、物理的

な昔型の戦争をしない、今プーチンさんは戦車とか持っていっていますけれども、今はそうしなくて

も、アメリカなんかゲームのように、上からピンポイントで人を殺せる。でも、ボタンを押すだけで

殺した実感がないから、リアルが分からない。戦争のリアルさが分からないという世代が出てきてい

るわけです。 

 そういう中で、私は、例えばキャッシュレスもそうなんですけれども、デジタル化の中で、ずっと

貨幣経済を使っている人間は、いつの間にか取り残されて、ずっと財布で動いている人たちの、現金

出すのがコンビニで悪いみたいな気持ちがしてくる。小銭で出すのが悪いような感覚を持ってくる。

どうしてそっちの人が悪いんですかと思うんです。何でスマホを使ってキャッシュレスをやる人たち

のほうが得をしていくんですか。きっと私が今、委員でここに座っているから、こういうふうに存在

をアピールするけど、全員が使いこなせるようになったら、私という人間がちまたにたくさんいても

いない人にされていくわけです。それが排除です。ソーシャルインクルージョンの真逆なんですよ。 

 永見市長は何となく感じて、ちゃんと感じて書いているんですよ。だけど、政策としてそれが出て

きてないんです。もっと積極的に、リアルが消えていくということに対してストップをかけていく。

そのような政策を研究したほうがいいし、ついていけない人たちが、このデジタル化の中で置いてい

かれるということはどういうことかということを、ソーシャルインクルージョンの視点からちゃんと

考えて、そこに伴う政策を考えて、しっかりデジタル化を進めてソサエティー5.0みたいなこと、夢

みたいな世界を言っている国に対して、バーチャルではなく、リアルはどこまでも大事だということ

を地方自治体として言ってもらえないでしょうか。 

 誰が答えてくれるのか知りません。 

○【永見市長】 時間がないので言いますと、今の変化というのは、僕は歴史的にこの150年ぐらい

見ると、明治維新のときのいわゆる大展開と、それから８月15日の大展開と、それと同じぐらいだろ

うと思います。すなわち、それまで信じていた価値観ががらっと変わる社会、それが、そのときより

もよほど速いスピードで動いているのが今の社会だと思います。 

 もう１つだけ言いますと、市長会は、これだけ毎月会議やっていますが、全部持っています。でも、

１回もデータではやっていません。それはなぜか、この前質問が出たんです。このフェース・ツー・

フェースの会議を抜きにして市長会は機能しないからということを、はっきり会長と事務局長が答え

ています。すなわち、その価値観は、恐らく市長会のメンバーでは共有されていると思いますので、

ただ、それをどう発信していくかということはちょっと考えてみたいと思います。 



－ 69 － 

○【青木淳子委員長】 まだ質疑をされる委員がおりますが、決められた時間がまいりましたので、

以上をもって本日の委員会はこの程度にとどめ、明９日午前10時から予算特別委員会を開き、引き続

き総括質疑と一般会計歳入全般の審査を行います。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【青木淳子委員長】 本日はこれをもって散会と致します。 

午後４時５０分散会 



－ 70 － 

 

 

 

  国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。 

 

   令和４年３月８日 

 

 

 

    予 算 特 別 委 員 長       青  木  淳  子 
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